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利用される方に合わせて、各種ペー
ジをピックアップしていきます。

利用が多いコンテンツへのショー
トカットを配置しています。
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利用される方が「知りたいこと」
を内容から探す入口です。

支払基金

支払基金ホームページをご活用ください

「お知らせ」と「プレスリリース」を切
り替えて表示させることができます。



高罇の滝（岐阜県）

「青川」の異名をもつ付知川の清流
により、四季折々の渓谷美が楽しめ
る付知峡。その上流に位置する高罇
の滝は、落差が20ｍ以上もある直
瀑で、高罇谷からの豊富な水が轟音
とともに滝壺に流れ落ちる姿は圧巻
です。滝壺のエメラルドグリーンも
趣深く、天気のいい日には虹がかか
ることもあります。
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される専門機関として、
診療報酬の「適正な審査」と

「迅速な支払」を通じ、
国民の皆様にとって大切な医
療保険制度を支えます。
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支
払
基
金
は
、
令
和
４
年
10
月
、「
審
査
事
務
セ
ン
タ
ー
・
分
室
」
と
い
う
電
子
レ
セ
プ
ト
の
審
査
事
務

の
集
約
拠
点
と
、「
審
査
委
員
会
事
務
局
」
と
い
う
各
都
道
府
県
の
審
査
委
員
会
の
審
査
補
助
を
担
う
拠
点

に
再
編
す
る
組
織
改
革
を
行
い
ま
し
た
。

　

今
回
の
組
織
改
革
は
、
平
成
27
年
の
規
制
改
革
会
議
の
議
論
に
端
を
発
す
る
支
払
基
金
改
革
に
お
い
て
、

平
成
29
年
７
月
の
業
務
効
率
化
・
高
度
化
計
画
、
令
和
元
年
５
月
の
支
払
基
金
法
の
改
正
を
踏
ま
え
、
支
払

基
金
自
身
が
令
和
２
年
３
月
に
「
審
査
事
務
集
約
化
計
画
工
程
表
」
と
し
て
、
今
年
10
月
に
全
国
14
か
所
の

拠
点
に
審
査
事
務
を
集
約
す
る
と
し
た
公
約
を
実
現
す
る
も
の
で
あ
り
、
一
つ
の
期
を
画
す
る
も
の
で
あ
り

ま
す
。

　

組
織
改
革
の
実
現
ま
で
に
は
、
昨
年
９
月
の
A
I
を
活
用
し
た
レ
セ
プ
ト
の
振
分
機
能
を
実
装
し
た
審
査
支
払
新
シ
ス
テ
ム
の
稼
働
と
業
務
の
棚
卸
に
よ

る
徹
底
し
た
効
率
化
に
よ
っ
て
約
８
０
０
人
の
定
員
削
減
を
進
め
る
と
と
も
に
、
新
シ
ス
テ
ム
稼
働
に
合
わ
せ
14
万
あ
っ
た
支
部
点
検
条
件
を
本
部
に
集

約
し
、
審
査
の
差
異
の
可
視
化
レ
ポ
ー
ト
を
始
め
、
ま
た
、
ブ
ロ
ッ
ク
中
核
支
部
に
診
療
科
別
W
G
を
先
行
設
置
し
、
本
部
の
検
討
会
と
分
担
し
、
当
初

３
万
３
千
あ
っ
た
支
部
取
決
事
項
を
歯
科
で
は
集
約
を
完
了
し
、
医
科
で
も
過
半
数
を
集
約
す
る
等
、
審
査
結
果
の
不
合
理
な
差
異
解
消
の
取
組
を
前
倒
し

で
進
め
て
き
ま
し
た
。

　

今
回
の
組
織
改
革
の
た
め
、
支
部
職
員
の
約
３
割
、
集
約
さ
れ
る
支
部
で
は
過
半
数
と
な
る
１
０
１
２
人
の
職
員
が
転
勤
し
て
い
ま
す
。
そ
の
た
め
に
必

要
な
通
勤
手
当
・
住
居
手
当
の
充
実
や
、
生
活
の
本
拠
を
離
れ
た
転
居
あ
る
い
は
長
時
間
通
勤
を
す
る
職
員
に
対
す
る
異
動
手
当
の
創
設
等
に
必
要
な
財
源

社
会
保
険
診
療
報
酬
支
払
基
金
　
理
事
長
　

神
田 

裕
二

新
生
支
払
基
金
の

創
建
に
当
た
っ
て
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は
、
都
市
部
の
職
員
の
地
域
手
当
を
減
額
す
る
こ
と
等
で
捻
出
し
ま
し
た
。

　

新
生
支
払
基
金
の
創
建
は
、
そ
の
実
現
に
必
要
な
こ
う
し
た
一
つ
一
つ
の
制
度
見
直
し
の
集
大
成
で
あ
り
、
集
約
化
計
画
工
程
表
の
決
定
や
個
々
の
見
直

し
に
対
す
る
保
険
者
・
被
保
険
者
、
診
療
担
当
者
等
関
係
者
の
皆
様
の
ご
理
解
と
ご
協
力
の
お
蔭
で
あ
る
と
心
か
ら
感
謝
申
し
上
げ
る
次
第
で
す
。
ま
た
、

離
れ
た
職
員
と
連
携
し
て
行
う
審
査
に
対
す
る
審
査
委
員
の
皆
様
の
ご
理
解
、
そ
し
て
転
勤
や
人
事
給
与
制
度
の
見
直
し
を
受
け
入
れ
て
く
れ
た
職
員
の
理

解
と
協
力
な
く
し
て
は
成
し
え
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
り
、
こ
の
場
を
お
借
り
し
て
、
深
く
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。

　

し
か
し
、
新
生
支
払
基
金
創
建
は
ゴ
ー
ル
で
は
な
く
ス
タ
ー
ト
で
す
。
役
職
員
一
人
一
人
が
、
今
一
度
、
I
C
T
を
活
用
し
た
審
査
事
務
の
効
率
化
・
高
度

化
と
審
査
結
果
の
不
合
理
な
差
異
の
解
消
と
い
う
改
革
の
目
的
を
か
み
し
め
、
そ
の
実
現
に
組
織
を
挙
げ
懸
命
に
取
り
組
む
こ
と
こ
そ
が
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

・「
A
I
を
活
用
し
て
、
査
定
の
可
能
性
の
高
い
レ
セ
プ
ト
に
絞
り
込
ん
で
重
点
的
に
審
査
が
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
審
査
結
果
の
理
由
に
つ
い
て
も
丁
寧

な
説
明
が
受
け
ら
れ
、
納
得
感
が
高
ま
っ
た
。」

・「
ブ
ロ
ッ
ク
の
診
療
科
別
W
G
で
の
速
や
か
な
取
決
と
そ
の
全
国
共
有
、
審
査
の
差
異
の
可
視
化
レ
ポ
ー
ト
と
そ
の
的
確
な
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
に
よ
り
、
都

道
府
県
間
の
不
合
理
な
差
異
が
速
や
か
に
改
善
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
ま
た
、
不
合
理
な
差
異
の
新
た
な
発
生
が
目
に
見
え
て
減
っ
て
き
た
。」

・
審
査
結
果
の
照
会
等
に
は
、
審
査
事
務
を
担
当
し
た
職
員
が
直
接
に
対
応
す
る
ダ
イ
レ
ク
ト
・
レ
ス
ポ
ン
ス
が
原
則
に
な
り
ま
す
。「
迅
速
で
親
切
な
よ

く
考
え
ら
れ
た（
ク
イ
ッ
ク
＆
ソ
ー
ト
フ
ル
）回
答
が
得
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
満
足
度
が
高
ま
っ
た
。」

　

こ
う
し
た
改
革
の
効
果
を
関
係
者
の
皆
様
に
実
感
し
て
い
た
だ
け
る
ま
で
、
弛
ま
ず
努
力
を
し
て
ま
い
り
ま
す
。

　

新
組
織
発
足
当
初
は
、
職
員
は
、
転
勤
に
よ
る
新
た
な
居
住
環
境
や
、
長
時
間
通
勤
、
フ
レ
ッ
ク
ス
タ
イ
ム
や
在
宅
勤
務
等
の
新
た
な
勤
務
環
境
、
ま
た
、

初
め
て
複
数
の
都
道
府
県
の
レ
セ
プ
ト
の
審
査
事
務
を
担
当
す
る
等
新
し
い
仕
事
の
や
り
方
に
も
慣
れ
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
関
係
者
の
皆
様
に
は
、
ご
不

便
を
お
か
け
す
る
こ
と
も
あ
ろ
う
か
と
存
じ
ま
す
が
、
本
部
で
も
直
接
、
意
見
・
苦
情
を
汲
み
上
げ
る
複
線
的
な
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
体
制
を
敷
き
、
保
険
者
・

被
保
険
者
、
診
療
担
当
者
の
皆
様
、
ま
た
、
審
査
委
員
、
職
員
の
現
場
の
声
に
丁
寧
に
耳
を
傾
け
、
問
題
に
は
柔
軟
か
つ
的
確
に
対
応
し
て
ま
い
り
ま
す
。

お
気
づ
き
の
点
が
あ
れ
ば
、
遠
慮
な
く
ご
指
摘
い
た
だ
き
ま
す
よ
う
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

　

新
生
支
払
基
金
の
創
建
に
当
た
り
、
今
後
、
支
払
基
金
に
と
っ
て
大
き
な
柱
と
な
る
デ
ー
タ
へ
ル
ス
分
野
で
の
貢
献
と
合
わ
せ
て
、
関
係
者
の
皆
様
に
改

革
の
果
実
を
確
実
に
お
届
け
す
る
こ
と
を
約
束
し
ま
す
と
と
も
に
、
支
払
基
金
の
業
務
運
営
に
対
す
る
一
層
の
ご
理
解
と
ご
協
力
を
賜
り
ま
す
よ
う
お
願
い

申
し
上
げ
、
私
の
挨
拶
と
い
た
し
ま
す
。
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中
核
審
査
事
務
セ
ン
タ
ー
と

ブ
ロ
ッ
ク
の
業
務
運
営
方
針

特集

　

今
回
の
組
織
改
革
は
、
I
C
T
を
活
用
し
た
審
査
事
務
の
効
率
化
・
高
度
化
と
審
査
結
果
の
不
合
理
な
差
異
の
解
消
を
進
め
る
た
め
、
従
来
の
支
部
完
結
型
の
業

務
実
施
体
制
か
ら
本
部
を
中
心
と
し
た
全
国
統
一
的
な
業
務
実
施
体
制
へ
の
転
換
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
も
の
で
す
。

　

新
し
い
組
織
体
制
で
は
、
本
部
が
担
当
部
で
ブ
ロ
ッ
ク
担
当
制
を
敷
き
、
全
国
６
ブ
ロ
ッ
ク
の
中
核
審
査
事
務
セ
ン
タ
ー
と
緊
密
に
連
携
し
な
が
ら
、
地
域
審
査

事
務
セ
ン
タ
ー
・
分
室
（
中
核
セ
ン
タ
ー
と
合
わ
せ
「
集
約
拠
点
」
と
い
う
）、
審
査
委
員
会
事
務
局
（
以
下
「
事
務
局
」
と
い
う
）
と
い
っ
た
ブ
ロ
ッ
ク
内
の
各
拠

点
の
目
標
達
成
の
統
括
、
進
捗
管
理
を
行
う
こ
と
と
し
て
い
ま
す
。

　

中
核
審
査
事
務
セ
ン
タ
ー
に
は
、
診
療
科
別
W
G
を
設
置
し
、
職
員
が
複
数
の
都
道
府
県
の
審
査
事
務
を
担
当
す
る
こ
と
で
発
見
し
た
差
異
等
に
つ
い
て
、
ブ
ロ
ッ

ク
内
の
審
査
の
取
扱
い
の
調
整
を
行
い
、
差
異
解
消
の
中
心
的
な
役
割
を
果
た
し
ま
す
。

　

審
査
決
定
は
、
地
域
医
療
の
特
性
等
を
踏
ま
え
た
審
査
を
行
う
た
め
、
各
都
道
府
県
に
設
置
さ
れ
る
審
査
委
員
会
で
行
う
こ
と
は
従
来
と
変
わ
り
ま
せ
ん
。
し
た

が
っ
て
、
集
約
拠
点
の
職
員
は
、
疑
義
付
箋
に
よ
り
分
か
り
や
す
い
理
由
を
審
査
委
員
に
伝
え
、
確
実
に
審
査
し
て
も
ら
う
こ
と
、
ま
た
、
審
査
委
員
の
医
学
的
判

断
に
基
づ
く
査
定
事
例
や
医
療
機
関
に
対
す
る
問
題
意
識
等
を
学
び
審
査
事
務
を
行
う
こ
と
が
必
要
に
な
り
ま
す
。
電
子
レ
セ
プ
ト
の
審
査
事
務
を
担
う
集
約
拠
点

と
審
査
委
員
の
審
査
補
助
を
担
う
事
務
局
の
間
で
、
審
査
支
払
新
シ
ス
テ
ム
の
照
会
依
頼
機
能
等
を
活
用
し
て
職
員
と
審
査
委
員
が
直
接
連
携
を
図
る
他
、
両
者
の

連
絡
役
を
担
う
リ
エ
ゾ
ン
に
よ
り
、
緊
密
な
連
携
を
図
り
、
問
題
意
識
を
共
有
し
て
、
審
査
の
質
の
向
上
に
取
り
組
む
こ
と
が
求
め
ら
れ
ま
す
。

　

こ
の
た
め
、
従
来
の
よ
う
に
自
ら
の
都
道
府
県
の
こ
と
だ
け
で
な
く
、
ブ
ロ
ッ
ク
全
体
に
視
野
を
広
げ
、
地
理
的
条
件
や
長
時
間
通
勤
・
在
宅
勤
務
等
の
職
員
の

勤
務
実
態
、
こ
れ
ま
で
の
審
査
実
績
等
の
課
題
や
特
性
を
踏
ま
え
、
集
約
拠
点
と
事
務
局
で
、
業
務
の
運
営
方
針
を
共
有
す
る
こ
と
と
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
今
後

は
、
人
事
ロ
ー
テ
ー
シ
ョ
ン
も
ブ
ロ
ッ
ク
が
基
本
に
な
り
ま
す
の
で
、
人
材
育
成
方
針
や
組
織
風
土
改
革
等
も
運
営
方
針
で
取
り
上
げ
て
い
ま
す
。

　

職
員
の
士
気
を
喚
起
し
、
関
係
者
の
理
解
に
資
す
る
よ
う
、
ブ
ロ
ッ
ク
ご
と
に
、
本
部
も
参
加
し
議
論
し
た
上
で
、
ブ
ロ
ッ
ク
の
業
務
運
営
方
針
を
策
定
し
て
い

ま
す
。
ブ
ロ
ッ
ク
内
の
地
域
審
査
事
務
セ
ン
タ
ー
・
分
室
や
事
務
局
は
、
ブ
ロ
ッ
ク
の
方
針
を
踏
ま
え
、
そ
れ
ぞ
れ
の
業
務
運
営
方
針
を
策
定
し
て
い
ま
す
。
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本部
全国を６つのブロックに分け、
本部によるガバナンス強化

九州
審査事務センター
（福岡）

中四国
審査事務センター
（広島）

近畿
審査事務センター
（大阪）

中部
審査事務センター
（愛知）

関東
審査事務センター
（東京）

東北
審査事務センター
（宮城）

九州ブロック内の中四国ブロック内の近畿ブロック内の中部ブロック内の関東ブロック内の東北ブロック内の

九州
審査事務
センター
熊本分室
（熊本）

審査
委員会
事務局

審査
委員会

審査
委員会
事務局

審査
委員会

審査
委員会
事務局

審査
委員会

審査
委員会
事務局

審査
委員会

審査
委員会
事務局

審査
委員会

審査
委員会
事務局

審査
委員会

中四国
審査事務
センター
米子分室
（鳥取）

北関東地域
審査事務
センター
高崎分室
（群馬）

四国地域
審査事務
センター
（香川）

北陸地域
審査事務
センター
（石川）

北海道
審査事務
センター
（北海道）

北関東地域
審査事務
センター
（埼玉）

東北
審査事務
センター
盛岡分室
（岩手）

（福岡、佐賀、長崎、
熊本、大分、宮崎、
鹿児島、沖縄）

（鳥取、島根、岡山、
広島、山口、徳島、
香川、愛媛、高知）

（滋賀、京都、大阪、
兵庫、奈良、和歌山）

（富山、石川、福井、
岐阜、静岡、愛知、
三重）

（茨城、栃木、群馬、
埼玉、千葉、東京、
神奈川、新潟、山梨、
長野）

（北海道、青森、岩手、
宮城、秋田、山形、
福島）

（宮城、山形、福島） （茨城、千葉、東京、
神奈川、山梨）

（岐阜、静岡、愛知、
三重）

（富山、石川、
福井）

（青森、岩手、
秋田）

（鳥取、島根） （熊本、鹿児島）

（北海道） （栃木、埼玉）

（群馬、新潟、
長野）

（徳島、香川、
愛媛、高知）

（滋賀、京都、大阪、
兵庫、奈良、和歌山）

（岡山、広島、山口） （福岡、佐賀、長崎、
大分、宮崎、沖縄）

審査事務センター・分室 中核審査事務センター
●新しい組織の構成

●業務運営方針

新組織の安定稼働に向けた基本方針
３つのフェーズ「①新組織の円滑な始動（10月）、②業務の安定
稼働の実現（～12月）、③組織目標の着実な達成（～3月）」を踏
まえた安定稼働に向けた考え方（理念）

組織風土改革の取組
各拠点（審査事務センター・分室や審査委員会事務局）における
円滑な業務運営に向けた組織風土の醸成

キャリア形成に向けた人材育成の取組 育成計画に則った研修や人事ローテーションの考え方

数値目標達成に向けた取組
数値目標の達成に向けブロックや拠点（審査事務センター・分室
や審査委員会事務局）単位での実績の底上げ

審査結果の不合理な差異解消に向けた取組
可視化レポーティングの検証スケジュールやブロック取決のス
キーム等、運用方針の明確化
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1

2 医
療
機
関
の
皆
様
へ
の
対
応
が
で
き
る
ス
キ
ル
が
重

要
で
あ
り
、
こ
の
ス
キ
ル
を
磨
く
た
め
に
、
キ
ャ
リ

ア
パ
ス
に
応
じ
た
審
査
事
務
セ
ン
タ
ー
と
審
査
委
員

会
事
務
局
間
の
ロ
ー
テ
ー
シ
ョ
ン
を
積
極
的
に
実
施

し
て
い
き
ま
す
。
ま
た
、
同
一
拠
点
（
支
部
）
に
お

い
て
、
長
期
間
在
勤
し
て
い
る
職
員
や
家
庭
の
事
情

が
解
消
し
た
職
員
が
ス
キ
ル
を
磨
く
こ
と
は
非
常
に

重
要
で
あ
り
、
ブ
ロ
ッ
ク
内
の
審
査
実
績
を
向
上
さ

せ
る
た
め
に
も
積
極
的
な
人
事
ロ
ー
テ
ー
シ
ョ
ン
と

人
事
交
流
を
実
施
し
、
誰
も
が
不
公
平
感
を
抱
か
な

い
活
性
化
さ
れ
た
組
織
を
目
指
す
こ
と
で
す
。

ブ
ロ
ッ
ク
業
務
運
営
方
針
の

概
要

⑴
新
組
織
の
安
定
稼
働
に
向
け
た
基
本
的
な
方
針

　

新
組
織
の
円
滑
な
始
動
（
10
月
）
に
つ
い
て
は
、
審

査
事
務
集
約
に
よ
り
、
新
た
な
勤
務
先
（
転
居
や
長

距
離
通
勤
）、
組
織
体
制
、
職
務
内
容
等
環
境
が
大
き

策
定
し
ま
し
た
。

　

１
つ
目
と
し
て
、
先
に
触
れ
ま
し
た
が
、
関
東
ブ

ロ
ッ
ク
は
支
払
基
金
最
大
の
ブ
ロ
ッ
ク
と
な
り
、
業

務
に
与
え
る
影
響
が
大
き
く
な
る
こ
と
を
自
覚
し
、

審
査
事
務
集
約
の
目
的
で
あ
る
審
査
結
果
の
不
合
理

な
差
異
解
消
に
取
り
組
む
こ
と
で
、
関
東
ブ
ロ
ッ
ク

が
支
払
基
金
全
体
の
業
務
を
牽
引
し
、
支
払
基
金
改

革
を
着
実
に
進
め
て
い
く
こ
と
で
す
。

　

２
つ
目
と
し
て
、「
関
東
審
査
事
務
セ
ン
タ
ー
（
以

下
「
東
京
セ
ン
タ
ー
」
と
い
う
）」、「
北
関
東
地
域
審

査
事
務
セ
ン
タ
ー
（
以
下
「
埼
玉
セ
ン
タ
ー
」
と
い

う
）」
及
び
「
北
関
東
地
域
審
査
事
務
セ
ン
タ
ー
高

崎
分
室
（
以
下
「
高
崎
分
室
」
と
い
う
）」
に
配
置
さ

れ
た
専
門
性
の
高
い
職
員
が
、
そ
の
審
査
事
務
能
力

を
最
大
限
に
生
か
せ
る
よ
う
に
、
セ
ン
タ
ー
長
や
分

室
長
を
は
じ
め
、
診
療
科
室
長
、
診
療
科
別
筆
頭
課

長
が
積
極
的
に
職
員
の
輪
の
中
心
と
な
り
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
を
図
り
、「
風
通
し
が
良
く
、
働
き
や
す

い
」
と
実
感
で
き
る
組
織
を
構
築
す
る
こ
と
で
す
。

　

３
つ
目
と
し
て
、
支
払
基
金
職
員
は
、
審
査
委
員

の
先
生
方
と
連
携
を
図
る
こ
と
が
で
き
る
、
保
険
者
・

　

令
和
4
年
10
月
よ
り
新
た
な
組
織
体
制
と
し
て
、

関
東
ブ
ロ
ッ
ク
が
構
築
さ
れ
ま
し
た
。
審
査
事
務
を

行
う
３
拠
点
（
２
審
査
事
務
セ
ン
タ
ー
・
１
分
室
）

と
10
都
県
の
審
査
委
員
会
事
務
局
が
一
つ
に
な
り
組

織
を
構
成
す
る
こ
と
と
な
り
ま
す
。
関
東
ブ
ロ
ッ
ク

は
組
織
規
模
が
最
大
と
な
る
こ
と
か
ら
、
支
払
基
金

業
務
へ
の
影
響
は
も
と
よ
り
審
査
事
務
集
約
の
目
的

で
あ
る
審
査
結
果
の
不
合
理
な
差
異
解
消
に
大
き
く

影
響
を
与
え
る
こ
と
は
必
然
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
最

良
の
結
果
を
出
す
た
め
に
、
関
東
ブ
ロ
ッ
ク
の
機
能

を
十
分
に
発
揮
さ
せ
、
支
払
基
金
全
体
を
牽
引
し
て

い
く
こ
と
の
強
い
覚
悟
と
責
任
の
重
さ
を
感
じ
な
が

ら
、
関
係
者
の
皆
様
の
期
待
と
信
頼
を
更
に
積
み
重

ね
て
い
く
こ
と
に
取
り
組
ん
で
ま
い
り
ま
す
。

ブ
ロ
ッ
ク
の
業
務
運
営
方
針
の

ポ
イ
ン
ト

　

関
東
ブ
ロ
ッ
ク
が
安
定
稼
働
す
る
た
め
の
業
務
運

営
方
針
を
、
次
の
3
つ
を
柱
（
ポ
イ
ン
ト
）
と
し
て

関
東
審
査
事
務
セ
ン
タ
ー
長　

藤
井
　
正
則

関
東
審
査
事
務
セ
ン
タ
ー（
東
京
）

ご
あ
い
さ
つ

中
核
審
査
事
務
セ
ン
タ
ー
紹
介
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3 都
県
の
審
査
事
務
を
行
う
こ
と
で
、
審
査
結
果
の
不

合
理
な
差
異
事
例
が
発
見
さ
れ
た
場
合
、
審
査
委
員

会
事
務
局
と
の
連
携
に
お
い
て
差
異
解
消
を
図
っ
て

ま
い
り
ま
す
。
審
査
事
務
セ
ン
タ
ー
と
審
査
委
員
会

事
務
局
間
で
解
消
さ
れ
な
い
差
異
事
例
に
つ
い
て
は
、

都
県
の
代
表
審
査
委
員
が
在
籍
す
る
診
療
科
別
W
G

に
お
い
て
検
討
し
、
ブ
ロ
ッ
ク
内
で
統
一
を
図
り
ま

す
。

⑹
円
滑
な
業
務
体
制
の
構
築

　

業
務
処
理
体
制
が
大
き
く
変
化
す
る
こ
と
か
ら
、

す
べ
て
の
業
務
に
お
い
て
事
務
処
理
誤
り
等
が
発
生

す
る
可
能
性
を
念
頭
に
、
特
に
審
査
委
員
会
事
務
局

で
属
人
化
と
な
っ
て
い
る
業
務
の
優
先
的
な
解
消
を

図
り
、
事
故
等
が
起
こ
ら
な
い
体
制
を
構
築
し
ま
す
。

関
係
者（
保
険
者
、
医
療
機
関
等
）

の
皆
様
へ

　

支
払
基
金
改
革
に
お
け
る
審
査
事
務
集
約
の
目
的

と
し
て
、
I
C
T
の
最
大
限
の
活
用
に
よ
る
審
査
事

務
の
効
率
化
・
高
度
化
の
推
進
と
審
査
結
果
の
不
合

理
な
差
異
解
消
の
取
組
に
向
け
て
、
審
査
事
務
セ
ン

タ
ー
と
審
査
委
員
会
事
務
局
が
連
携
を
図
り
、
職
員

全
員
が
一
丸
と
な
っ
て
精
一
杯
取
り
組
ん
で
ま
い
り

ま
す
の
で
、
今
後
と
も
、「
新
生
支
払
基
金
」
に
対
し

ま
し
て
、
忌
憚
の
な
い
ご
意
見
を
賜
り
ま
す
と
と
も

に
、
ご
理
解
と
ご
協
力
を
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

限
に
発
揮
で
き
る
活
性
化
さ
れ
た
組
織
を
構
築
し
ま

す
。
特
に
新
規
採
用
職
員
に
つ
い
て
は
、
関
東
ブ
ロ

ッ
ク
に
お
い
て
全
国
の
30
％
相
当
に
当
た
る
職
員
が

配
置
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
育
成
は
組
織
の
重
要
課
題

で
あ
る
こ
と
か
ら
、
審
査
事
務
の
基
礎
知
識
、
金
額

計
算
等
の
請
求
・
支
払
業
務
を
早
期
に
習
得
し
て
も

ら
い
、
個
人
の
審
査
事
務
分
担
を
担
当
で
き
る
よ
う

育
成
し
ま
す
。
ま
た
、
新
規
採
用
職
員
が
６
年
目
に

「
審
査
委
員
会
事
務
局
」
に
お
い
て
、
審
査
委
員
会
・

保
険
者
・
医
療
機
関
へ
の
対
応
が
自
信
を
も
っ
て
行

え
る
よ
う
、
審
査
委
員
と
の
連
携
や
医
療
機
関
へ
の

改
善
要
請
等
の
研
修
を
行
い
ブ
ロ
ッ
ク
内
セ
ン
タ

ー
・
審
査
委
員
会
事
務
局
に
も
展
開
し
て
い
き
ま
す
。

⑷
数
値
目
標
達
成
に
向
け
た
取
組

　

審
査
事
務
集
約
に
よ
り
、
専
門
性
の
高
い
職
員
が

各
拠
点
に
集
ま
る
こ
と
か
ら
、
審
査
実
績
向
上
の
た

め
出
身
支
部
の
効
果
的
な
取
組
を
取
り
入
れ
、
更
に

は
ブ
ロ
ッ
ク
展
開
す
る
こ
と
で
数
値
目
標
を
達
成
し

て
ま
い
り
ま
す
。
業
務
安
定
稼
働
期
で
は
、
各
拠
点

内
の
審
査
実
績
を
維
持
す
る
た
め
審
査
事
務
に
係
る

熟
達
者
に
よ
り
進
捗
・
実
績
管
理
を
実
施
し
ま
す
。

審
査
事
務
担
当
者
、
進
捗
管
理
を
行
う
係
長
・
課
長

の
役
割
分
担
を
明
確
に
し
、「
数
値
目
標
達
成
に
向

け
た
審
査
事
務
マ
ニ
ュ
ア
ル
」
に
基
づ
き
適
正
な
業

務
処
理
を
行
い
ま
す
。

⑸
審
査
結
果
の
不
合
理
な
差
異
解
消
に
向
け
た
取
組

　

審
査
事
務
セ
ン
タ
ー
等
に
お
い
て
、
職
員
が
複
数

く
変
化
す
る
こ
と
か
ら
、
メ
ン
タ
ル
ケ
ア
や
フ
ォ

ロ
ー
ア
ッ
プ
を
最
優
先
に
取
り
組
み
ま
す
。

　

業
務
の
安
定
稼
働
の
実
現
（
〜
12
月
）
に
つ
い
て

は
、
こ
れ
ま
で
の
審
査
実
績
を
維
持
し
、
令
和
５
年

１
月
の
担
当
者
変
更
に
対
応
可
能
な
M
I
R
（
医
療

機
関
情
報
を
記
録
・
閲
覧
す
る
支
払
基
金
ツ
ー
ル
）

を
活
用
し
た
引
継
の
準
備
を
実
施
し
ま
す
。
ま
た
、

長
距
離
通
勤
者
の
負
担
軽
減
の
た
め
在
宅
勤
務
や
フ

レ
ッ
ク
ス
タ
イ
ム
制
度
の
実
態
を
確
認
し
、
在
宅
勤

務
で
あ
っ
て
も
安
定
的
な
業
務
運
営
が
で
き
る
体
制

の
構
築
に
取
り
組
み
ま
す
。

　

組
織
目
標
の
着
実
な
達
成
（
〜
令
和
５
年
３
月
）

に
つ
い
て
は
、
目
標
達
成
の
取
組
を
実
施
し
、
効
果

が
あ
る
取
組
に
つ
い
て
は
ブ
ロ
ッ
ク
内
で
共
有
し
て

い
き
ま
す
。

⑵
組
織
風
土
改
革
の
取
組

　

自
由
闊
達
に
意
見
が
言
え
る
風
通
し
の
良
い
組
織

風
土
と
す
る
た
め
、
職
員
が
気
楽
に
「
対
話
」
が
で

き
る
環
境
を
整
備
し
、
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
を
発
揮
で

き
る
人
材
を
発
掘
し
育
成
し
て
ま
い
り
ま
す
。

　

ま
た
、
東
京
・
埼
玉
セ
ン
タ
ー
、
高
崎
分
室
で
は
、

組
織
風
土
改
革
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
チ
ー
ム
か
ら
の
提
言

を
踏
ま
え
、
連
携
し
て
ブ
ロ
ッ
ク
一
体
と
な
り
組
織

風
土
改
革
を
推
進
し
ま
す
。

⑶
キ
ャ
リ
ア
パ
ス
形
成
に
向
け
た
人
材
育
成
の
取
組

　

キ
ャ
リ
ア
パ
ス
に
応
じ
た
人
事
ロ
ー
テ
ー
シ
ョ
ン
、

人
事
交
流
で
得
た
知
識
・
経
験
・
ノ
ウ
ハ
ウ
を
最
大
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1

2

職
員
同
士
の
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
や
診
療
科
グ
ル
ー

プ
内
の
打
合
せ
会
で
議
論
す
る
な
ど
審
査
結
果
の
不

合
理
な
差
異
解
消
を
目
指
し
ま
す
。

　

ま
た
、
審
査
実
績
の
改
善
が
途
切
れ
る
こ
と
の
な

い
よ
う
に
、
従
前
の
取
組
を
安
定
的
か
つ
継
続
的
に

実
施
す
る
と
と
も
に
、
中
部
ブ
ロ
ッ
ク
内
各
県
の
さ

ま
ざ
ま
な
取
組
を
参
考
に
し
な
が
ら
、
さ
ら
に
審
査

実
績
を
積
み
上
げ
て
い
け
る
よ
う
取
り
組
み
ま
す
。

⑵
組
織
風
土
改
革
の
取
組

　

長
距
離
通
勤
者
が
不
安
な
く
勤
務
で
き
る
よ
う
に

業
務
処
理
を
サ
ポ
ー
ト
す
る
と
と
も
に
、
育
児
・
介

護
等
在
宅
勤
務
者
に
は
、
毎
朝
、
当
日
の
課
内
ミ
ー

テ
ィ
ン
グ
内
容
を
メ
ー
ル
等
に
よ
り
伝
達
し
、
仕
事

の
見
え
る
化
や
情
報
共
有
を
行
い
、
職
員
同
士
が
信

頼
関
係
で
結
ば
れ
、
協
力
し
理
解
し
合
え
る
風
通
し

の
良
い
職
場
環
境
を
目
指
し
ま
す
。

　

こ
の
他
、
中
部
審
査
事
務
セ
ン
タ
ー
（
以
下
「
愛

知
セ
ン
タ
ー
」
と
い
う
）、
北
陸
地
域
審
査
事
務
セ

ン
タ
ー
（
以
下
「
石
川
セ
ン
タ
ー
」
と
い
う
）
間
の

意
識
合
わ
せ
や
連
携
を
図
っ
て
い
く
た
め
の
意
見
交

「
主
任
審
査
委
員
と
の
診
療
科
別
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
」

や
「
診
療
科
グ
ル
ー
プ
打
合
せ
会
」
を
行
い
、
同
一

診
療
科
内
で
の
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
を
重
ね
て
い
く

な
ど
、
職
員
同
士
が
何
で
も
話
し
合
え
、
自
由
闊
達

な
議
論
の
で
き
る
働
き
や
す
い
職
場
環
境
の
実
現
を

目
指
し
、
こ
れ
ま
で
以
上
に
都
道
府
県
間
の
審
査
の

差
異
の
把
握
・
解
消
や
審
査
の
質
の
充
実
に
つ
な
げ

て
い
け
る
よ
う
全
力
で
取
り
組
み
ま
す
。

ブ
ロ
ッ
ク
業
務
運
営
方
針
の

概
要

⑴
組
織
の
安
定
稼
働
に
向
け
た
基
本
的
な
方
針

　

審
査
事
務
セ
ン
タ
ー
で
は
、
診
療
科
ご
と
に
組
織

を
構
成
し
、
審
査
事
務
の
高
い
専
門
性
を
磨
き
な
が

ら
、
診
療
科
単
位
で
複
数
の
県
の
審
査
事
務
を
担
当

す
る
こ
と
に
よ
り
、
エ
リ
ア
内
の
審
査
の
差
異
を

日
々
把
握
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
差
異
が
不
合
理
だ

と
思
わ
れ
る
場
合
に
は
、
同
じ
診
療
科
を
担
当
す
る

ブ
ロ
ッ
ク
の
業
務
運
営
方
針
の

ポ
イ
ン
ト

　

支
払
基
金
は
、
10
月
か
ら
レ
セ
プ
ト
審
査
事
務
を

全
国
14
か
所
の
拠
点
に
集
約
し
新
た
な
ス
タ
ー
ト
を

切
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

　

こ
の
集
約
に
よ
り
審
査
事
務
セ
ン
タ
ー
に
集
ま
っ

た
職
員
が
、
新
し
い
職
場
を
良
く
し
て
い
く
た
め
に

一
体
と
な
っ
て
、
こ
れ
ま
で
培
っ
て
き
た
知
識
、
経

験
、
能
力
を
発
揮
し
、
知
恵
を
出
し
合
っ
て
、「
日
々

こ
れ
で
よ
い
の
か
」、「
更
に
よ
く
す
る
道
は
な
い
の

か
」、
職
員
同
士
が
お
互
い
に
問
い
か
け
を
し
な
が
ら
、

話
し
合
い
相
談
し
、
活
気
あ
る
セ
ン
タ
ー
を
作
っ
て

い
く
こ
と
が
仕
事
を
レ
ベ
ル
ア
ッ
プ
さ
せ
て
い
く
こ

と
に
つ
な
が
る
も
の
と
思
い
ま
す
。

　

こ
の
た
め
、
毎
朝
、
業
務
開
始
前
の
「
課
内
ミ
ー

テ
ィ
ン
グ
」
を
は
じ
め
、「
業
務
振
返
り
会
」
や

「
意
見
交
換
会
」
等
、
出
身
支
部
が
異
な
る
職
員
と

の
意
思
疎
通
を
積
極
的
に
行
う
こ
と
に
よ
り
、
お
互

い
を
理
解
し
、
意
識
を
高
め
合
う
こ
と
や
、
ま
た
、

中
部
審
査
事
務
セ
ン
タ
ー
長　

林
　
庸
一
郎

中
部
審
査
事
務
セ
ン
タ
ー（
愛
知
）

ご
あ
い
さ
つ

中
核
審
査
事
務
セ
ン
タ
ー
紹
介
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3
関
係
者（
保
険
者
、
医
療
機
関
等
）

の
皆
様
へ

　

集
約
に
よ
る
新
た
な
組
織
体
制
で
は
、
診
療
科
別

の
組
織
構
成
の
も
と
高
い
専
門
性
を
磨
く
と
と
も
に
、

中
部
ブ
ロ
ッ
ク
内
の
地
域
医
療
の
特
性
や
審
査
の
広

域
的
な
状
況
を
把
握
し
、
審
査
結
果
の
不
合
理
な
差

異
の
解
消
や
審
査
の
質
の
充
実
に
積
極
的
に
取
り
組

み
ま
す
。

　

こ
れ
ら
の
取
組
に
よ
り
、
こ
れ
ま
で
以
上
に
審
査

結
果
理
由
が
明
確
と
な
り
、
査
定
・
返
戻
の
な
い
適

正
な
レ
セ
プ
ト
の
提
出
に
つ
な
げ
る
こ
と
を
目
指
し
、

保
険
者
及
び
医
療
機
関
の
皆
様
に
認
め
ら
れ
る
よ
う

審
査
支
払
業
務
の
専
門
機
関
と
し
て
の
責
務
と
役
割

を
全
う
し
て
い
き
ま
す
。

　

ま
た
、
支
払
基
金
の
「
基
本
理
念
」
に
あ
る
私
た

ち
の
使
命
と
約
束
を
果
た
す
こ
と
は
も
と
よ
り
、「
職

員
行
動
指
針
」
の
一
つ
で
あ
る
「
保
険
者
や
医
療
機

関
を
始
め
と
す
る
国
民
の
皆
様
に
御
満
足
を
頂
け
る

よ
う
、
迅
速
か
つ
懇
切
丁
寧
に
対
応
し
ま
す
。」
を
常

に
心
に
刻
み
実
践
し
つ
つ
、
広
く
国
民
の
皆
様
か
ら

日
本
の
皆
保
険
を
支
え
る
大
切
な
組
織
と
し
て
信
頼

し
て
い
た
だ
け
る
よ
う
努
め
て
ま
い
り
ま
す
。

①
症
状
詳
記
及
び
レ
セ
プ
ト
コ
メ
ン
ト
の
あ
る
手
術
、

②
同
一
日
又
は
同
一
レ
セ
プ
ト
内
の
複
数
手
術
、
③

縦
覧
情
報
で
の
同
一
手
術
及
び
関
連
手
術
に
該
当
す

る
手
術
料
の
疑
義
付
箋
貼
付
を
徹
底
し
コ
ン
ピ
ュ
ー

タ
チ
ェ
ッ
ク
の
な
い
再
審
査
査
定
の
減
少
に
取
り
組

み
ま
す
。

⑸
審
査
結
果
の
不
合
理
な
差
異
解
消
に
向
け
た
取
組

　

職
員
が
把
握
し
た
都
道
府
県
間
の
差
異
や
審
査
上

の
算
定
可
否
に
つ
い
て
早
急
に
取
決
め
の
必
要
が
生

じ
、
都
道
府
県
審
査
委
員
会
で
取
決
め
を
行
っ
た
場

合
は
、
あ
く
ま
で
も
暫
定
的
な
取
決
め
と
し
て
取
扱

い
、
診
療
科
別
W
G
に
お
い
て
中
部
ブ
ロ
ッ
ク
統
一

の
取
扱
い
と
す
る
か
否
か
の
協
議
を
行
い
、
３
か
月

以
内
に
結
論
を
出
す
よ
う
取
り
組
み
ま
す
。

　

な
お
、
石
川
セ
ン
タ
ー
に
お
け
る
北
陸
エ
リ
ア
内

で
の
一
次
的
な
暫
定
取
決
め
は
行
わ
な
い
こ
と
と
し

て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
審
査
の
差
異
の
可
視
化
レ
ポ
ー
テ
ィ
ン
グ

に
よ
り
審
査
結
果
の
差
異
を
見
え
る
化
し
、
職
員
の

審
査
事
務
又
は
審
査
委
員
に
よ
る
審
査
委
員
会
、
そ

れ
ぞ
れ
ど
の
要
因
で
差
異
が
発
生
し
た
の
か
を
把
握

し
、
不
合
理
な
差
異
で
あ
る
場
合
は
速
や
か
に
解
消

す
る
よ
う
取
り
組
み
ま
す
。

換
会
や
勉
強
会
を
実
施
し
、
ブ
ロ
ッ
ク
内
の
審
査
事

務
の
ス
キ
ル
ア
ッ
プ
に
取
り
組
み
ま
す
。

⑶
キ
ャ
リ
ア
パ
ス
形
成
に
向
け
た
人
材
育
成
の
取
組

　

新
規
採
用
職
員
に
つ
い
て
は
、
入
所
後
半
年
間
で

審
査
事
務
の
基
礎
的
知
識
の
習
得
を
は
じ
め
診
療
科

単
位
で
の
事
例
演
習
、
疑
義
付
箋
の
貼
付
方
法
及
び

再
審
査
事
務
処
理
等
、
審
査
事
務
の
ノ
ウ
ハ
ウ
を
学

ぶ
と
と
も
に
、
模
擬
レ
セ
プ
ト
に
よ
る
金
額
計
算
等

請
求
支
払
業
務
に
つ
い
て
も
習
得
し
、
半
年
後
に
は

自
身
の
審
査
事
務
分
担
が
持
て
る
よ
う
育
成
し
ま
す
。

　

ま
た
、
職
場
の
活
性
化
や
視
野
を
広
げ
、
幅
広
い

知
識
の
習
得
を
図
る
た
め
、
同
一
エ
リ
ア
内
及
び
セ

ン
タ
ー
間
で
の
人
事
ロ
ー
テ
ー
シ
ョ
ン
・
人
事
交
流

を
推
進
し
ま
す
。

⑷
数
値
目
標
達
成
に
向
け
た
取
組

　

昨
年
度
の
審
査
実
績
を
全
国
６
ブ
ロ
ッ
ク
に
集
約

し
た
場
合
の
中
部
ブ
ロ
ッ
ク
の
実
績
は
、
原
審
査
請

求
１
０
０
万
点
当
た
り
再
々
審
査
の
算
定
ル
ー
ル
に

係
る
査
定
点
数
で
は
、
６
ブ
ロ
ッ
ク
中
１
位
、
原
審

査
目
視
レ
セ
プ
ト
請
求
１
万
点
当
た
り
原
審
査
時
コ

ン
ピ
ュ
ー
タ
チ
ェ
ッ
ク
あ
り
再
審
査
査
定
点
数
で
は
、

２
位
の
実
績
で
あ
り
、
引
き
続
き
、
そ
の
実
績
を
維

持
す
る
た
め
、
こ
れ
ま
で
進
め
て
き
た
再
審
査
原
審

ど
お
り
分
の
ダ
ブ
ル
チ
ェ
ッ
ク
等
の
取
組
を
継
続
し

て
実
施
し
ま
す
。

　

な
お
、
請
求
１
万
点
当
た
り
独
自
疑
義
付
箋
契
機

の
原
審
査
査
定
点
数
に
つ
い
て
は
４
位
で
あ
る
た
め
、
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2 ⑶
決
め
ら
れ
た
こ
と
、
や
る
べ
き
こ
と
を
確
実
に
行

い
、
や
っ
た
か
ど
う
か
の
確
認
も
徹
底
す
る
。

⑷
出
身
支
部
の
枠
を
越
え
た
職
員
間
の
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
に
よ
り
組
織
力
を
高
め
最
大
限
の
成

果
を
生
み
出
す
（
必
要
な
こ
と
は
言
葉
に
し
て
伝

え
る
、
言
う
べ
き
こ
と
は
言
い
、
聞
く
べ
き
こ
と

は
聞
く
）。

ブ
ロ
ッ
ク
業
務
運
営
方
針
の

概
要

⑴
新
組
織
の
円
滑
な
始
動
（
10
月
～
）

　

集
約
に
よ
り
、
組
織
、
勤
務
先
等
が
大
き
く
変
わ

る
中
、
職
員
全
員
が
安
心
し
て
働
け
る
職
場
で
あ
る

と
実
感
で
き
る
よ
う
、
特
に
、
長
時
間
通
勤
・
転
居

等
に
よ
り
生
活
リ
ズ
ム
や
生
活
環
境
が
変
わ
る
職
員

へ
の
メ
ン
タ
ル
ケ
ア
及
び
新
た
な
執
務
環
境
に
慣
れ

る
ま
で
の
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
を
行
い
ま
す
。

支
払
基
金
事
業
計
画
で
掲
げ
た
「
数
値
目
標
」
に
対

し
、
全
国
６
ブ
ロ
ッ
ク
の
中
で
も
審
査
実
績
が
低
迷

し
て
い
る
状
況
で
し
た
。

　

今
般
の
審
査
事
務
集
約
の
目
的
で
あ
る
「
審
査
結

果
の
不
合
理
な
差
異
解
消
」
と
「
更
な
る
審
査
実
績

の
向
上
」
に
向
け
、
職
員
は
審
査
事
務
の
プ
ロ
で
あ

る
こ
と
の
自
覚
と
、
自
ら
の
役
割
と
社
会
的
責
任
を

果
た
す
た
め
に
も
、「
今
こ
そ
ブ
ロ
ッ
ク
職
員
が
全
員

一
丸
と
な
り
全
国
屈
指
の
ブ
ロ
ッ
ク
（
強
い
組
織
）

に
躍
進
さ
せ
る
」
と
い
う
強
い
思
い
を
込
め
、
新
組

織
の
安
定
稼
働
に
向
け
た
基
本
的
な
方
針
（
理
念
）

と
し
て
、
次
の
４
つ
の
ポ
イ
ン
ト
を
掲
げ
ま
し
た
。

⑴
ブ
ロ
ッ
ク
全
体
に
視
野
を
広
げ
て
絶
え
ず
考
え
る
。

⑵
前
例
踏
襲
か
ら
脱
却
し
、
職
員
一
人
ひ
と
り
が
、

こ
れ
ま
で
の
経
験
と
培
っ
て
き
た
知
識
を
最
大
限

活
か
す
と
と
も
に
、
率
先
し
て
行
動
し
、
組
織
目

標
を
着
実
に
達
成
す
る
（
改
善
傾
向
に
あ
る
審
査

実
績
を
し
っ
か
り
と
定
着
さ
せ
て
い
く
）。

　
「
新
生
支
払
基
金
」
と
し
て
ス
タ
ー
ト
す
る
当
ブ

ロ
ッ
ク
の
新
た
な
組
織
体
制
は
、
審
査
事
務
を
担
当

す
る
職
員
が
勤
務
す
る
東
北
審
査
事
務
セ
ン
タ
ー

（
以
下
「
宮
城
セ
ン
タ
ー
」
と
い
う
）、
北
海
道
審
査

事
務
セ
ン
タ
ー
（
以
下
「
北
海
道
セ
ン
タ
ー
」
と
い

う
）、
東
北
審
査
事
務
セ
ン
タ
ー
盛
岡
分
室
（
岩
手

県
）
と
、
審
査
委
員
会
の
審
査
補
助
等
の
業
務
を
中

心
に
行
う
７
道
県
の
審
査
委
員
会
事
務
局
と
な
り
、

全
部
で
10
の
新
組
織
で
業
務
を
運
営
し
て
ま
い
り
ま

す
。

　

10
月
に
至
る
９
月
ま
で
に
、
ブ
ロ
ッ
ク
の
各
組
織

長
等
と
協
力
し
な
が
ら
行
っ
て
き
た
様
々
な
準
備
と

と
も
に
、
ブ
ロ
ッ
ク
の
業
務
を
運
営
し
て
い
く
上
で

肝
と
な
る
「
ブ
ロ
ッ
ク
業
務
運
営
方
針
」
を
策
定
い

た
し
ま
し
た
。

ブ
ロ
ッ
ク
の
業
務
運
営
方
針
の

ポ
イ
ン
ト

　

東
北
ブ
ロ
ッ
ク
の
昨
年
度
ま
で
の
立
ち
位
置
は
、

東
北
審
査
事
務
セ
ン
タ
ー
長　

木
村
　
久
実
子

東
北
審
査
事
務
セ
ン
タ
ー（
宮
城
）

ご
あ
い
さ
つ

中
核
審
査
事
務
セ
ン
タ
ー
紹
介
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3 ⑻
ブ
ロ
ッ
ク
内
共
通
の
取
組

　

数
値
目
標
達
成
に
向
け
た
取
組
、
支
部
間
差
異
解

消
の
た
め
の
取
組
及
び
業
務
処
理
に
係
る
ブ
ロ
ッ
ク

内
の
統
一
的
進
捗
管
理
や
、
会
議
資
料
の
統
一
化
に

よ
る
共
通
し
た
情
報
共
有
に
よ
り
、
円
滑
な
ブ
ロ
ッ

ク
内
の
業
務
運
営
に
努
め
て
ま
い
り
ま
す
。

関
係
者（
保
険
者
、
医
療
機
関
等
）

の
皆
様
へ

　

今
般
の
審
査
事
務
集
約
の
実
施
は
、
支
払
基
金
創

立
以
来
最
大
の
改
革
で
す
が
、
そ
の
中
に
お
い
て
も

ブ
ロ
ッ
ク
の
業
務
運
営
を
円
滑
に
遂
行
し
、
か
つ
、

成
果
を
上
げ
て
い
く
こ
と
が
中
核
セ
ン
タ
ー
長
で
あ

る
私
に
課
せ
ら
れ
た
使
命
で
あ
り
ま
す
。
全
力
で
関

係
者
の
皆
様
か
ら
の
信
頼
や
期
待
に
応
え
ら
れ
る
よ

う
決
意
を
新
た
に
い
た
し
ま
し
て
、
審
査
事
務
集
約

に
当
た
っ
て
の
ご
挨
拶
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

の
事
情
や
希
望
す
る
キ
ャ
リ
ア
パ
ス
コ
ー
ス
に
配
慮

し
つ
つ
、
エ
リ
ア
内
の
人
事
ロ
ー
テ
ー
シ
ョ
ン
や
北

海
道
セ
ン
タ
ー
と
宮
城
セ
ン
タ
ー
等
と
の
人
事
交
流

を
積
極
的
に
実
施
し
て
ま
い
り
ま
す
。

　

ま
た
、
新
規
採
用
職
員
を
含
む
若
手
職
員
が
即
戦

力
と
し
て
活
躍
で
き
る
よ
う
計
画
を
立
て
育
成
し
て

ま
い
り
ま
す
。

⑹
数
値
目
標
達
成
に
向
け
た
取
組

　

審
査
の
質
の
充
実
を
図
る
た
め
に
、
審
査
事
務
セ

ン
タ
ー
（
分
室
）
及
び
審
査
委
員
会
事
務
局
各
々
の

役
割
を
踏
ま
え
た
審
査
に
係
る
目
標
を
設
定
し
て
い

ま
す
。
現
状
の
課
題
、
足
元
を
し
っ
か
り
と
見
つ
め

た
上
で
、
７
つ
の
重
点
的
取
組
方
針
を
掲
げ
、
具
体

的
な
手
段
・
方
法
に
沿
っ
て
目
標
達
成
に
取
り
組
ん

で
ま
い
り
ま
す
。

⑺
審
査
結
果
の
不
合
理
な
差
異
解
消
に
向
け
た
取
組

①
職
員
が
発
見
し
た
道
県
の
差
異
は
、
統
一
に
向
け

診
療
科
別
Ｗ
Ｇ
で
検
討
し
、
ブ
ロ
ッ
ク
取
決
事
項

を
作
成
す
る
と
と
も
に
、
職
員
及
び
審
査
委
員
へ

の
周
知
を
徹
底
し
ま
す
。

②
審
査
の
差
異
の
可
視
化
レ
ポ
ー
テ
ィ
ン
グ
に
よ
る

検
証
と
検
証
結
果
に
基
づ
く
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
を

確
実
に
実
施
し
、
不
合
理
な
差
異
の
解
消
を
図
っ

て
ま
い
り
ま
す
。

⑵
業
務
の
安
定
稼
働
の
実
現
（
～
12
月
）

　

出
身
支
部
の
審
査
事
務
を
実
施
す
る
３
か
月
間
、

Ｐ
Ｄ
Ｃ
Ａ
管
理
と
ダ
ブ
ル
チ
ェ
ッ
ク
を
確
実
に
行
う

こ
と
で
環
境
変
化
に
影
響
さ
れ
る
こ
と
な
く
審
査
実

績
の
向
上
を
図
る
と
と
も
に
、
業
務
処
理
マ
ニ
ュ
ア

ル
の
遵
守
と
進
捗
管
理
の
徹
底
に
よ
り
円
滑
に
業
務

処
理
を
遂
行
し
て
ま
い
り
ま
す
。

⑶
組
織
目
標
の
着
実
な
達
成
（
～
３
月
）

　

令
和
５
年
１
月
以
降
、
出
身
支
部
以
外
の
レ
セ
プ

ト
審
査
事
務
の
開
始
に
よ
り
、
審
査
結
果
の
不
合
理

な
差
異
解
消
や
審
査
実
績
向
上
へ
の
取
組
を
本
格
的

に
始
動
し
ま
す
。

⑷
組
織
風
土
改
革
の
取
組

　

組
織
と
し
て
の
最
大
限
の
成
果
（
組
織
目
標
達
成
）

を
生
み
出
す
た
め
、
誰
に
で
も
相
談
や
自
由
闊
達
な

意
見
等
が
言
え
る
風
通
し
の
良
い
組
織
風
土
を
醸
成

し
ま
す
。
ま
た
、
職
員
数
の
少
な
い
事
務
局
に
あ
っ

て
は
、
職
員
総
出
で
協
力
し
合
っ
て
業
務
を
遂
行
し
、

業
務
の
属
人
化
解
消
に
取
り
組
ん
で
ま
い
り
ま
す
。

⑸
キ
ャ
リ
ア
パ
ス
形
成
に
向
け
た
人
材
育
成
の
取
組

　

職
員
は
、
自
身
の
な
り
た
い
姿
（
キ
ャ
リ
ア
パ
ス
）

を
考
え
行
動
す
る
こ
と
で
ス
キ
ル
の
向
上
を
図
り
、

組
織
と
し
て
は
職
員
の
ス
キ
ル
ア
ッ
プ
を
サ
ポ
ー
ト

す
る
こ
と
に
よ
り
、
幅
広
い
視
野
で
仕
事
が
で
き
る

意
欲
の
高
い
職
員
を
育
成
し
ま
す
。
こ
の
た
め
個
人
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本
協
議
会
に
つ
い
て
、
支
払
基
金
の

定
款
に
規
定
し

 

・
審
査
委
員
会
及
び
審
査
委
員
会
事

務
局
の
審
査
運
営
に
関
し
て
必
要

な
事
項
を
協
議
す
る
。

 

・
所
在
地
の
審
査
委
員
会
事
務
局
を

統
括
す
る
審
査
事
務
セ
ン
タ
ー
の

運
営
に
関
し
て
意
見
を
述
べ
る
こ

と
が
で
き
る
。

こ
と
と
し
て
い
ま
す
。

　

審
査
運
営
協
議
会
の
場
で
は
、
審
査

委
員
会
事
務
局
長
を
委
員
長
と
し
、
保

険
者
代
表
、
被
保
険
者
代
表
、
診
療
担

当
者
代
表
、
公
益
代
表
の
委
員
が
そ
れ

ぞ
れ
の
立
場
か
ら
、
審
査
事
務
セ
ン

タ
ー
・
分
室
及
び
審
査
委
員
会
事
務
局

（
審
査
委
員
会
）
が
、
本
部
の
執
行
機
関

と
し
て
適
切
か
つ
着
実
な
事
業
運
営
を

行
っ
て
い
る
か
を
協
議
し
ま
す
。

審査運営協議会の概要

は
じ
め
に

　

令
和
元
年
の
支
払
基
金
法
の
改
正
に

お
い
て
、
支
部
、
幹
事
及
び
幹
事
長
に

関
す
る
規
定
が
廃
止
さ
れ
、
幹
事
長

（
支
部
長
）
が
担
っ
て
い
る
権
限
を
本
部

に
集
約
し
、
本
部
に
よ
る
ガ
バ
ナ
ン
ス

を
強
化
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
幹
事

長
が
有
し
て
い
た
支
部
業
務
の
執
行
権

限
が
、
理
事
長
に
集
約
さ
れ
ま
し
た
。

　

改
正
法
が
施
行
さ
れ
た
令
和
３
年
４

月
以
降
も
、
引
き
続
き
、
関
係
者
間
に

お
い
て
情
報
共
有
な
ど
を
行
う
場
が
必

要
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
こ
れ
ま
で
の

幹
事
会
の
仕
組
み
を
活
用
し
つ
つ
、
支

部
運
営
委
員
会
と
名
称
を
変
え
開
催
し

て
い
た
と
こ
ろ
で
す
。

　

今
般
、
10
月
か
ら
の
審
査
事
務
集
約

に
併
せ
、
本
部
の
下
に
置
か
れ
る
こ
と

と
な
っ
た
審
査
委
員
会
や
審
査
委
員
会

事
務
局
、
審
査
事
務
セ
ン
タ
ー
の
取
組

状
況
な
ど
に
つ
い
て
、
支
払
基
金
の
関

係
者
に
お
い
て
毎
月
確
認
し
意
見
等
を

出
し
合
い
協
議
す
る
こ
と
に
よ
り
、
効

率
的
・
効
果
的
な
支
払
基
金
の
業
務
運

営
に
資
す
る
よ
う
、
各
都
道
府
県
に

「
審
査
運
営
協
議
会
」
を
置
く
こ
と
と

し
ま
し
た
。
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●審査運営協議会の相関図

審
査
運
営
協
議
会
の
運
営

　

こ
れ
ま
で
の
支
部
運
営
委
員
会
で
は
、

主
に
毎
月
の
理
事
会
の
報
告
な
ど
を
行

っ
て
い
ま
し
た
が
、
新
た
な
審
査
運
営

協
議
会
で
は
、
審
査
委
員
会
及
び
審
査

委
員
会
事
務
局
に
関
し
て
、
審
査
委
員

会
事
務
局
の
業
務
運
営
方
針
、
審
査
委

員
会
事
務
局
の
数
値
目
標
に
対
す
る
実

績
、
ブ
ロ
ッ
ク
取
決
事
項
に
関
す
る
自

県
の
審
査
状
況
な
ど
、
ま
た
、
審
査
事

務
セ
ン
タ
ー
・
分
室
に
関
し
て
、
ブ
ロ

ッ
ク
及
び
審
査
事
務
セ
ン
タ
ー
・
分
室

の
業
務
運
営
方
針
、
審
査
事
務
セ
ン
タ

ー
の
数
値
目
標
に
対
す
る
実
績
、
中
核

審
査
事
務
セ
ン
タ
ー
に
お
け
る
診
療
科

別
ワ
ー
キ
ン
グ
グ
ル
ー
プ
の
検
討
結
果

な
ど
を
報
告
し
、
意
見
等
を
い
た
だ
く

こ
と
と
し
て
い
ま
す
。

　

審
査
運
営
協
議
会
の
委
員
長
は
審
査

委
員
会
事
務
局
長
が
担
い
ま
す
が
、
議

題
に
よ
り
、
中
核
審
査
事
務
セ
ン
タ
ー

長
、
地
域
審
査
事
務
セ
ン
タ
ー
長
又
は

審
査
事
務
セ
ン
タ
ー
分
室
長
が
出
席
し

ま
す
。

　

ま
た
、
新
た
な
関
係
者
と
し
て
、
審

査
委
員
長
が
オ
ブ
ザ
ー
バ
ー
と
し
て
出

席
し
ま
す
。
審
査
委
員
会
を
代
表
す
る

立
場
、
医
学
的
専
門
的
な
見
地
か
ら
、

職
員
の
説
明
を
補
足
し
ま
す
。
議
題
に

応
じ
て
、
副
審
査
委
員
長
（
医
科
・
歯

科
）
又
は
審
査
調
整
役
が
出
席
（
同
席
）

す
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

審
査
運
営
協
議
会
の

主
な
議
題

①
　
業
務
運
営
方
針

　

新
組
織
に
お
け
る
円
滑
な
組
織
運

営
の
た
め
、
地
域
が
抱
え
て
い
る
課

題
や
特
性
を
分
析
し
、
新
組
織
の
安

定
稼
働
に
向
け
た
基
本
方
針
、
組
織

風
土
改
革
の
取
組
、
人
材
育
成
、
数

値
目
標
の
達
成
に
向
け
た
取
組
や
審

査
結
果
の
不
合
理
な
差
異
解
消
の
取

組
な
ど
に
つ
い
て
、
毎
年
度
策
定
し

ま
す
。

　

そ
の
業
務
運
営
方
針
の
内
容
に
つ

い
て
概
ね
年
度
当
初
（
令
和
４
年
度

は
10
月
）
の
協
議
会
に
お
い
て
関
係

者
と
共
有
し
、
当
該
年
度
の
業
務
運

営
に
つ
い
て
闊
達
な
意
見
交
換
を
す

る
こ
と
を
想
定
し
て
い
ま
す
。

②
　
数
値
目
標
に
対
す
る
実
績

　

審
査
事
務
集
約
に
よ
り
、
審
査
事
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務
セ
ン
タ
ー
・
分
室
及
び
審
査
委
員

会
事
務
局
は
そ
れ
ぞ
れ
の
役
割
が
明

確
に
さ
れ
た
こ
と
を
踏
ま
え
、
令
和

４
年
度
の
後
期
か
ら
は
、
審
査
事
務

セ
ン
タ
ー
・
分
室
に
つ
い
て
、「
原
審

査
に
お
け
る
確
実
な
審
査
事
務
の
実

施
」
及
び
「
電
子
レ
セ
プ
ト
・
併
設

審
査
委
員
会
事
務
局
の
紙
レ
セ
プ
ト

に
係
る
再
審
査
に
お
け
る
確
実
な
処

理
」
を
目
標
に
５
つ
の
数
値
目
標
を

設
定
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
審
査
委

員
会
事
務
局
に
つ
い
て
、「
原
審
査

に
お
け
る
確
実
な
審
査
の
補
助
」
及

び
単
独
設
置
審
査
委
員
会
事
務
局
に

限
り
「
紙
レ
セ
プ
ト
に
係
る
再
審
査

に
お
け
る
確
実
な
処
理
」
を
目
標
に

４
つ
の
数
値
目
標
を
設
定
し
て
い
ま

す
。

　

こ
れ
ら
の
数
値
目
標
を
都
道
府
県

別
に
比
較
す
る
こ
と
な
ど
に
よ
り
、

自
県
の
立
ち
位
置
を
確
認
し
、
更
な

る
審
査
・
審
査
事
務
の
質
の
向
上
に

つ
な
げ
ま
す
。

③
　
診
療
科
別
ワ
ー
キ
ン
グ
グ
ル
ー

プ
の
検
討
結
果
等
及
び
ブ
ロ
ッ
ク

取
決
事
項
に
関
す
る
自
県
の
審
査

の
状
況

　

診
療
科
別
ワ
ー
キ
ン
グ
グ
ル
ー
プ

で
は
、
職
員
が
複
数
の
都
道
府
県
の

審
査
事
務
を
担
当
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
把
握
し
た
都
道
府
県
間
の
審
査
結

果
の
違
い
や
、
保
険
者
等
か
ら
指
摘

さ
れ
た
審
査
結
果
の
不
合
理
な
差
異
、

ま
た
、
審
査
委
員
会
か
ら
の
検
討
依

頼
事
項
に
つ
い
て
検
討
・
調
整
し
、

そ
の
検
討
結
果
や
進
捗
状
況
に
つ
い

て
、
随
時
報
告
し
ま
す
。

　

ま
た
、
そ
の
際
に
、
ブ
ロ
ッ
ク
で

統
一
し
た
審
査
取
決
事
項
に
関
す
る

自
県
の
審
査
の
状
況
に
つ
い
て
、
変

更
が
あ
る
か
否
か
な
ど
の
報
告
を
併

せ
て
行
い
ま
す
。

　

こ
う
し
た
報
告
に
よ
り
、
ブ
ロ
ッ

ク
に
お
け
る
審
査
結
果
の
不
合
理
な

差
異
解
消
の
進
捗
状
況
に
つ
い
て
情

報
共
有
を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

④
　
審
査
の
差
異
の
可
視
化
レ
ポ
ー

ト
と
そ
の
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ

　

審
査
の
差
異
の
可
視
化
レ
ポ
ー
ト

と
は
、
審
査
の
差
異
の
見
え
る
化
を

図
る
た
め
、
既
に
審
査
に
お
け
る
取

扱
い
が
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
事
例
や

多
く
の
付
せ
ん
が
付
く
コ
ン
ピ
ュ
ー

タ
チ
ェ
ッ
ク
事
例
を
対
象
と
し
て
、

検
証
前
レ
ポ
ー
ト
（
一
定
の
条
件
に

該
当
す
る
レ
セ
プ
ト
を
機
械
的
に
抽

出
し
、
そ
の
審
査
結
果
を
都
道
府
県

別
に
整
理
し
た
も
の
）
を
作
成
し
、

そ
の
審
査
結
果
が
審
査
上
の
取
扱
い

に
基
づ
く
「
適
正
な
審
査
」
で
あ
っ

た
の
か
、
あ
る
い
は
合
理
的
な
説
明

が
で
き
な
い
「
不
合
理
な
差
異
」
で

あ
っ
た
の
か
を
検
証
す
る
も
の
で
す
。

ま
た
、
不
合
理
な
差
異
を
確
認
し
た

事
例
に
つ
い
て
は
、
職
員
起
因
に
よ

り
差
異
が
み
ら
れ
る
場
合
は
上
司
に

よ
る
教
育
、
審
査
委
員
起
因
に
よ
る

場
合
は
審
査
委
員
長
等
か
ら
周
知
す

る
こ
と
に
よ
り
、
早
期
に
認
識
誤
り

の
解
消
を
図
り
、
検
証
結
果
レ
ポ
ー

ト
の
公
表
か
ら
概
ね
１
年
後
に
改
善

状
況
を
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
し
、
結
果

を
公
表
し
ま
す
。

　

可
視
化
レ
ポ
ー
ト
と
、
そ
の
後
の

改
善
状
況
の
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
結
果

を
報
告
す
る
こ
と
に
よ
り
、
全
国
規

模
で
の
都
道
府
県
間
の
審
査
結
果
の

不
合
理
な
差
異
の
見
え
る
化
と
そ
の

解
消
が
着
実
に
進
ん
で
い
る
状
況
を

共
有
し
ま
す
。

⑤
　
そ
の
他

　

理
事
会
の
議
事
事
項
を
報
告
す
る

ほ
か
、
自
県
に
お
け
る
当
月
分
の
請

求
件
数
、
査
定
件
数
等
を
示
し
た
審

査
状
況
を
報
告
し
ま
す
。
ま
た
、
オ

ン
ラ
イ
ン
資
格
確
認
の
導
入
状
況
、

医
療
機
関
等
へ
の
適
正
な
レ
セ
プ
ト

提
出
の
取
組
状
況
な
ど
自
県
の
取
組

の
成
果
に
つ
い
て
報
告
し
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
に
、
審
査
運
営
協
議
会

で
は
、
審
査
委
員
会
・
審
査
委
員
会

事
務
局
、
ま
た
、
審
査
事
務
セ
ン

タ
ー
・
分
室
に
お
け
る
審
査
運
営
に

関
す
る
様
々
な
課
題
に
関
し
て
、
そ

の
取
組
状
況
等
を
報
告
し
ま
す
。
こ

う
し
た
報
告
を
受
け
て
、
支
払
基
金

の
関
係
団
体
を
代
表
す
る
委
員
の

方
々
か
ら
頂
戴
す
る
闊
達
な
ご
意
見

や
ご
助
言
を
参
考
に
、
業
務
運
営
に

組
み
込
ん
で
ま
い
り
ま
す
。
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Topics

●審査運営協議会について

設置根拠 支払基金定款
招集 審査委員会事務局長
構成 【四者構成】

協議会委員８名
・保険者を代表する者
・被保険者を代表する者
・診療担当者を代表する者
・公益を代表する者（うち１名は審査委員会事務局長）
※各々同数を理事長が選任
参与４名以内

その他の出席者 ・中核審査事務センター長
・地域審査事務センター長
・審査事務センター分室長（統括する審査委員会事務局の審査運営協議会に、審
査事務センター長を代理して出席）

オブザーバー 審査委員長（副審査委員長（医科・歯科）・審査調整役）
位置づけ ・審査委員会及び審査委員会事務局の審査運営に関して必要な事項を協議

・審査委員会事務局を統括する審査事務センターの運営に関して意見を述べる
主な議題 ・審査委員会・審査委員会事務局に関する事項

①　審査委員会事務局の業務運営方針
②　審査委員会事務局の数値目標に対する実績
③　ブロック取決事項に関する自県の審査状況
④　審査の差異の可視化レポートとそのフォローアップ（審査委員に起因するも
の）
⑤　その他自県に関する報告（審査状況、オンライン資格確認の導入状況、医療
機関等への適正なレセプト提出の取組状況等）
・審査事務センター・分室に関する事項
❶　ブロック及び地域審査事務センター・分室の業務運営方針
❷   審査事務センターの数値目標に対する実績
❸　診療科別ワーキンググループの検討結果等
❹　審査の差異の可視化レポートとそのフォローアップ（職員に起因するもの）
・その他
　理事会の議事事項　等
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医
師
と
し
て

―
―
医
師
を
志
し
た
き
っ
か
け
は

　

高
校
入
学
当
時
は
、
そ
の
こ
ろ
流
行
り

だ
し
た
エ
レ
キ
ギ
タ
ー
に
夢
中
に
な
り
、

高
校
２
年
生
の
進
路
選
択
ま
で
、
ず
っ
と

バ
ン
ド
活
動
に
い
そ
し
ん
で
い
ま
し
た
。

そ
の
た
め
、
高
校
２
年
生
が
終
わ
る
頃
ま

で
は
、
特
に
ど
う
い
う
仕
事
に
就
き
た
い
。

と
か
、
そ
う
い
っ
た
思
い
も
な
く
過
ご
し

て
い
ま
し
た
。

　

エ
レ
キ
ギ
タ
ー
の
練
習
に
励
ん
で
い
ま

し
た
の
で
、
成
績
は
お
世
辞
に
も
良
い
と

言
え
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
の
で
す
が
、

今
ま
で
の
反
省
も
込
め
て
、「
一
番
難
し
い

医
学
部
を
志
望
し
よ
う
。」
と
進
路
選
択

の
時
に
初
め
て
考
え
ま
し
た
。
高
校
３
年

生
の
４
月
か
ら
、
や
る
か
ら
に
は
１
年
で

国
公
立
大
学
の
医
学
部
に
入
学
す
る
ぞ
と
、

思
い
立
っ
た
訳
で
す
。

　

受
験
勉
強
を
始
め
る
に
あ
た
っ
て
は
、

ま
ず
受
験
科
目
の
確
認
を
す
る
こ
と
か
ら

行
い
ま
し
た
。
１
年
間
と
い
う
限
ら
れ
た

時
間
の
中
、
全
て
の
科
目
を
網
羅
す
る
余

裕
は
な
い
と
考
え
、
社
会
科
の
な
い
大
学

を
調
べ
ま
し
た
。
そ
の
結
果
、
国
公
立
で

３
つ
だ
け
受
験
日
が
同
日
で
は
な
い
医
学

部
が
あ
り
、
そ
の
３
校
の
受
験
日
を
目
指

し
、
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
を
立
て
て
受
験
勉
強

を
始
め
ま
し
た
。

　

今
思
え
ば
、
進
路
選
択
の
時
に
一
念
発

起
し
、
医
学
部
を
目
指
し
た
こ
と
が
、
医

師
を
志
す
き
っ
か
け
に
な
っ
た
と
思
い
ま

す
。

―
―
医
師
と
し
て
大
事
に
し
て
い
る
こ
と

を
教
え
て
く
だ
さ
い

　

医
師
と
し
て
の
ポ
リ
シ
ー
は
、
今
ま
で

の
経
験
の
中
で
培
わ
れ
て
い
る
も
の
と
し

て
、「
科
学
的
根
拠
に
基
づ
い
た
個
別
医

療
」
と
い
う
も
の
が
、
若
い
頃
か
ら
い
つ

も
頭
に
あ
り
ま
し
た
。

　

医
師
に
な
っ
て
６
年
、
７
年
目
ぐ
ら
い

の
頃
の
話
で
す
が
、
日
本
で
開
発
さ
れ
た

ウ
ロ
キ
ナ
ー
ゼ
と
い
う
血
栓
溶
解
剤
を
患

者
さ
ん
の
状
態
を
診
な
が
ら
投
与
し
て
い

る
中
で
、
患
者
さ
ん
の
一
部
に
、
投
与
量

を
増
や
せ
ば
増
や
す
ほ
ど
凝
固
能
が
高

ま
っ
て
い
く
と
い
う
、
逆
効
果
の
症
例
が

あ
る
こ
と
を
見
つ
け
ま
し
た
。
た
ま
た
ま
、

そ
の
検
体
を
取
っ
て
お
い
た
の
で
、
当
時

は
な
い
と
言
わ
れ
て
い
た
抗
体
が
ひ
ょ
っ

と
し
た
ら
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
疑
い
、

マ
ウ
ス
等
で
皮
内
反
応
を
調
べ
て
み
た
と

こ
ろ
、
抗
体
反
応
が
あ
っ
た
の
で
非
常
に

驚
き
ま
し
た
。

　

そ
れ
か
ら
と
い
う
も
の
、
凝
固
・
線
溶

系
に
興
味
を
持
っ
て
、
い
ろ
い
ろ
な
症
例

を
診
て
き
ま
し
た
。
今
で
も
凝
固
・
線
溶

系
に
関
す
る
薬
で
生
じ
る
反
応
に
は
、
個

人
差
が
非
常
に
あ
り
ま
す
。
で
す
か
ら
、

一
人
ひ
と
り
、
き
ち
ん
と
反
応
を
見
な
が

ら
慎
重
に
使
用
し
な
い
と
、
副
作
用
の
ほ

う
が
優
勢
に
な
っ
て
し
ま
い
、
全
く
の
逆

効
果
と
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。

　

若
い
頃
に
そ
う
い
っ
た
経
験
を
し
た
も

の
で
す
か
ら
、
そ
れ
以
来
、
患
者
さ
ん
は

皆
全
く
違
う
ん
だ
と
い
う
気
持
ち
で
、
真

摯
に
向
き
合
う
よ
う
に
し
て
い
ま
す
。

Ｉ
Ｃ
Ｔ
と
職
員
の
連
携
に
よ
っ
て

質
の
良
い
効
率
的
な
審
査
を

西
松 

輝
高　
群
馬
県
社
会
保
険
診
療
報
酬
請
求
書
審
査
委
員
会 

審
査
委
員
長

審査委員長に伺いました。
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高
崎
オ
フ
ィ
ス
へ
は
経
験
豊
か
な
職
員

を
派
遣
し
て
い
ま
す
の
で
、
群
馬
支
部
と

連
携
を
取
り
な
が
ら
、
多
く
の
課
題
に
挑

戦
し
て
く
れ
ま
し
た
。
審
査
委
員
に
つ
い

て
も
、
在
宅
審
査
を
試
行
的
に
実
施
し
て

お
り
、
私
自
身
も
体
験
し
て
み
ま
し
た
が
、

支
払
基
金
に
来
所
し
た
時
と
同
じ
感
覚
で

審
査
が
行
え
ま
し
た
。
審
査
委
員
や
職
員

と
の
連
携
に
つ
い
て
も
、
審
査
画
面
を
見

な
が
ら
電
話
で
話
し
た
り
す
る
こ
と
で
、

概
ね
問
題
な
く
審
査
が
行
え
た
と
思
い
ま

す
。

　

セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
対
策
と
し
て
、
自
宅
や

職
場
で
も
個
室
が
必
要
と
は
な
り
ま
す
が
、

遠
方
か
ら
審
査
に
来
る
審
査
委
員
や
診
療

等
で
忙
し
く
審
査
時
間
が
確
保
し
づ
ら
い

審
査
委
員
に
と
っ
て
は
、
今
後
は
在
宅
審

査
が
主
流
と
な
っ
て
い
く
の
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。

プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
に
つ
い
て

―
―
休
日
は
ど
の
よ
う
に
過
ご
さ
れ
て
い

ま
す
か

　

月
曜
日
か
ら
土
曜
日
ま
で
、
朝
８
時
30

分
に
病
院
で
入
院
患
者
の
カ
ン
フ
ァ
レ
ン

ス
を
行
っ
て
お
り
、
日
曜
日
も
診
療
は

行
っ
て
い
な
い
も
の
の
病
院
へ
行
く
こ
と

始
め
た
の
は
、
紙
レ
セ
プ
ト
の
束
に
職
員

の
名
前
を
目
立
つ
よ
う
に
書
い
て
も
ら
う

こ
と
で
し
た
。
小
さ
な
こ
と
で
す
が
、
審

査
委
員
と
職
員
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

が
取
り
や
す
く
な
る
取
組
み
の
第
一
歩
と

し
て
始
め
ま
し
た
。
そ
の
結
果
、
審
査
委

員
と
職
員
間
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が

あ
る
程
度
取
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
と

感
じ
た
の
で
、
２
年
目
に
は
、
査
定
と
な

る
傾
向
が
多
い
診
療
行
為
等
に
対
し
、
審

査
委
員
と
職
員
が
共
同
で
確
認
に
あ
た
る

と
い
う
取
組
み
も
始
め
て
み
ま
し
た
。
共

同
確
認
に
あ
た
っ
て
は
、
職
員
の
医
学
的

知
識
が
あ
る
程
度
必
要
と
考
え
、
さ
ま
ざ

ま
な
診
療
科
の
審
査
委
員
に
協
力
し
て
い

た
だ
き
、
年
に
一
回
、
勉
強
会
と
し
て
病

気
の
講
演
を
行
う
な
ど
し
、
職
員
の
医
学

的
知
識
の
醸
成
に
繋
げ
ま
し
た
。

　

現
在
は
、
コ
ロ
ナ
禍
で
勉
強
会
は
行
え

て
い
ま
せ
ん
が
、
落
ち
着
い
た
ら
ま
た
再

開
し
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

―
―
高
崎
オ
フ
ィ
ス
モ
デ
ル
事
業
に
つ
い

て
　

群
馬
支
部
で
は
、
本
年
10
月
の
審
査
事

務
集
約
に
先
駆
け
、
令
和
３
年
５
月
か
ら

モ
デ
ル
事
業
と
し
て
高
崎
オ
フ
ィ
ス
を
開

設
し
ま
し
た
。

審
査
委
員
長
と
し
て

―
―
審
査
委
員
に
な
り
感
じ
た
こ
と
は

　

私
は
平
成
15
年
に
初
め
て
国
保
連
合
会

の
審
査
委
員
に
な
り
ま
し
た
。
そ
の
後
、

３
年
目
に
副
審
査
委
員
長
の
ポ
ス
ト
に
就

き
ま
し
た
が
、
４
年
目
に
社
保
と
国
保
連

合
会
の
審
査
基
準
を
合
わ
せ
る
試
み
と
し

て
、
県
内
の
副
審
査
委
員
長
を
交
代
す
る

こ
と
と
な
り
、
５
年
目
に
は
社
保
の
審
査

委
員
と
な
り
ま
し
た
。

　

支
払
基
金
も
国
保
連
合
会
も
当
時
は
紙

レ
セ
プ
ト
が
主
流
で
し
た
の
で
、
山
の
よ

う
に
積
ま
れ
た
レ
セ
プ
ト
で
前
の
審
査
委

員
が
見
え
な
い
状
況
で
し
た
。
な
か
な
か

山
が
減
ら
ず
苦
慮
し
た
の
を
覚
え
て
い
ま

す
。

　

今
は
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
チ
ェ
ッ
ク
が
か

か
る
の
で
、
昔
に
比
べ
て
重
点
的
な
審
査

が
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

―
―
審
査
委
員
長
と
し
て
大
切
に
し
て
い

る
こ
と
は

　

大
切
に
思
っ
て
い
る
こ
と
は
、
審
査
委

員
間
、
そ
れ
と
審
査
委
員
と
職
員
間
の
意

思
疎
通
を
図
り
、
い
か
に
効
率
的
に
審
査

を
行
え
る
か
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

私
が
審
査
委
員
長
に
な
り
、
１
年
目
に

が
多
く
、
な
か
な
か
、
ま
と
ま
っ
た
時
間

を
作
る
こ
と
が
難
し
い
で
す
。

　

そ
れ
で
も
空
い
た
時
間
が
あ
る
と
、
最

近
は
歴
史
の
勉
強
を
し
て
い
ま
す
。
高
校

時
代
に
社
会
科
を
学
び
損
ね
た
の
で
。
世

界
の
歴
史
関
連
の
本
を
読
む
こ
と
が
多
く
、

教
科
書
だ
け
で
は
学
べ
な
い
様
々
な
こ
と

が
学
べ
ま
す
。

　

例
え
ば
、
今
の
ウ
ク
ラ
イ
ナ
問
題
に
つ

い
て
も
、
様
々
な
ア
プ
ロ
ー
チ
の
仕
方
が

あ
り
、
時
代
を
さ
か
の
ぼ
っ
て
み
た
り
、

地
理
的
背
景
を
あ
れ
や
こ
れ
や
考
え
る
こ

と
で
、
歴
史
の
裏
側
を
少
し
覗
け
た
気
が

し
ま
す
。
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▶再審査等請求書の提出先
●オンラインによる再審査請求は従来と変わりません。
●電子媒体及び紙レセプトによる再審査請求は、保険者等の所在する都道府県の審査委員会事務局
にご提出ください。提出先の住所は従来の支部と変わりません。

▶その他のご照会は審査委員会事務局の担当者までお願いします。
● オンライン請求の届出及び電子証明書の発行に関すること
●特定健診・特定保健指導の費用決済に関すること
●出産育児一時金等直接支払制度に関すること
●オンラインによる請求前資格確認に関すること　　等

▶再審査の請求方法や請求関係帳票、再審査申出等全般に関する照会先
➡保険者等の所在する都道府県の審査委員会事務局の担当者にご照会ください。

▶再審査に関する審査結果についての照会先
➡審査事務センター・分室に設置している再審査相談窓口の担当者にご照会ください。
※支払基金ホームページの各都道府県ページに保険者等の照会連絡先と再審査相談窓口一覧を掲載しています。

➡また、個別のレセプトの審査結果については、審査事務担当者へ直接ご照会いただけます。
※個別レセプトの照会先については、医療機関等コードを入力することで審査事務担当者と照会連絡先を検索できる医療機関等照会

連絡先検索機能を支払基金ホームページに登載しています。

➡再審査結果等に関する保険者等との打合せ及び連絡調整についても、審査事務センター・分室の
再審査相談窓口担当者にご照会ください。
審査事務センター・分室の再審査相談窓口担当者と審査委員会事務局が連携を図り、各都道府県
の審査委員会事務局が対応します。

新組織体制に関するお知らせ

保険者・公費負担医療実施機関の皆さまへ

再審査等請求書のご提出

支払基金へのご照会
重要

審査事務集約により新たな組織体制がスタートしました。
10月以降の照会先や届出の提出先等は次のとおりとなります。

重要
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＞＞保険者の所在地が変更になる場合の手続きなどの照会先はどこ？
保険者等の所在する都道府県の審査委員会事務局の担当者へご照会ください。
照会連絡先は、支払基金ホームページの各都道府県ページでご確認いただけます。
　各都道府県ページはこちら　→　https://www.ssk.or.jp/shibu/index.html

＞＞再審査等請求書の提出先はどこ？
保険者等の所在する都道府県の審査委員会事務局へご提出ください。
提出先住所は集約前の支部と同じですが、名称が変わります。
9月まで「社会保険診療報酬支払基金（都道府県）支部」
10月から「社会保険診療報酬支払基金（都道府県）審査委員会事務局」

＞＞再審査結果の照会先になっている再審査相談窓口はどこ？
9月、10月の請求関係帳票送付時に再審査相談窓口一覧を同封しています。
また、支払基金ホームページの各都道府県ページにも掲載していますのでご確認いただけます。

こんなときどうする？

その他の届出のご提出

▶その他の届出のご提出は審査委員会事務局までお願いします。
提出先の住所は従来の支部と変わりません。

診療報酬等関係
●電子証明書発行依頼書
●オンラインによる請求前資格確認（開始・中止）届出書
●電子レセプトのＣＳＶ情報による請求申出書兼レセプト電子データの提供申出書
●電子レセプトのＣＳＶ情報による請求中止申出書
●オンラインによる再審査等請求開始届

特定健診・特定保健指導関係
●特定健診・特定保健指導に関する保険者届
●特定健診・特定保健指導に関する保険者変更届
●特定健診・特定保健指導データに係る電子媒体送付書
●受診券情報登録票、利用券情報登録票、セット券情報登録票

出産育児一時金等関係
●出産育児一時金等の電子媒体申込書
●出産育児一時金等過誤申出書、出産育児一時金等過誤依頼書
●出産育児一時金等返付依頼書、出産育児一時金等返付書
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➡オンラインによる請求は従来と変わりません。
➡電子媒体及び紙レセプトは、医療機関等の所在する都道府県の審査委員会事務局にご提出ください。
　提出先の住所は従来の支部と変わりません。

※北海道、岩手県、宮城県、埼玉県、東京都、石川県、愛知県、大阪府、広島県、香川県、福岡県、熊本県の医療機関等については、
審査事務センター・分室にご提出願います。

➡特定健診・特定保健指導（電子媒体）及び出産育児一時金等代理申請・受取請求書（電子媒体及び
紙媒体）についても、提出先は医療機関等の所在する都道府県の審査委員会事務局となります。

▶審査結果に関する照会先

➡ 電子レセプト請求医療機関等は審査事務センター・分室の審査事務担当者の照会連絡先にご照会
ください。

➡ 紙レセプト請求医療機関等は審査委員会事務局の審査事務担当者の照会連絡先にご照会ください。
※北海道、岩手県、宮城県、埼玉県、東京都、石川県、愛知県、大阪府、広島県、香川県、福岡県、熊本県の医療機関等については、
審査事務センター・分室の審査事務担当者にご照会ください。
　また、群馬県及び島根県の医療機関等については、高崎分室、米子分室の審査事務担当者にご照会ください。

➡ 支払基金ホームページに医療機関等コードを入力することで審査事務担当者と照会連絡先を検索で
きる医療機関等照会連絡先検索機能を掲載しています。

保険医療機関・保険薬局・訪問看護ステーション・
特定健診等機関・助産所の皆さまへ

レセプト等のご提出

支払基金へのご照会

▶その他のご照会は審査委員会事務局までお願いします。
●当座口振込通知書（支払調書）に関すること
●特定健診・特定保健指導に関すること
●保険医療機関届に関すること
●診療報酬等の振込銀行の変更に関すること
●オンライン請求の届出及び電子証明書の発行に関すること
●出産育児一時金等の帳票に関すること　　等

重要

重要
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再審査等請求書の提出先及び提出方法

●審査結果に対する再審査請求や、レセプトの取下げ依頼に係る再審査等請求書
の提出先が変更となります。
電子レセプト請求医療機関等
➡審査事務センター・分室の審査事務担当者宛て
紙レセプト請求医療機関等➡審査委員会事務局の審査事務担当者宛て
※北海道、岩手県、宮城県、埼玉県、東京都、石川県、愛知県、大阪府、広島県、香川県、福岡県、熊本県の医療機関等については、

審査事務センター・分室の審査事務担当者宛てご提出願います。
　また、群馬県及び島根県の医療機関等については、それぞれ高崎分室、米子分室の審査事務担当者宛てご提出願います。

●提出方法

審査結果に対する再審査等請求書
再審査請求にあたり、写しレセプトの提出をお願いしていたところですが、医療機関等の負担軽減のため、
今後は不要とさせていただきます。
●オンライン請求医療機関等➡原則、オンライン請求システムによりご提出をお願いします。

※オンライン請求システムにより送信する「再審査等請求ファイル」を作成するツールは、オンライン請求システムのトップメニュー
/マニュアルに掲載しています。

※オンライン請求システムでの再審査請求が困難な場合、または、資料を添付した上で再審査請求される場合は、郵送にてご提出
ください。

●電子媒体又は紙レセプト請求医療機関等➡郵送によりご提出をお願いします。
※ FAXでの受信は廃止させていただきます。

レセプトの取下げ依頼に係る再審査等請求書
●当月請求のレセプトの取下げ依頼➡電話によりご依頼ください。

※取下げ期限日までにお電話いただけますと、レセプトを翌月月初に返戻することが可能です。
　なお、取下げ期限日に間に合わない場合は、翌々月以降に返戻します。
※毎月の電話取下げ期限については、毎月医療機関等宛て返戻時に送付するお知らせ文書に取下げ期限日を掲載します。

●前月以前に請求されたレセプトの取下げ依頼
　・オンライン請求医療機関等➡原則、オンライン請求システムによりご提出をお願いします。

※オンライン請求システムにより送信する「再審査等請求ファイル」を作成するツールは、オンライン請求システムのトップメニュー
/マニュアルに掲載しています。

※オンライン請求システムでの取下げ依頼が困難な場合は、郵送にてご提出ください。　

　・電子媒体又は紙レセプト請求医療機関等➡郵送によりご提出をお願いします。
※FAXでの受信は廃止させていただきます。

重要
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＞＞オンライン請求をしています。返戻レセプトを紙で請求する場合の提出先はどこ？
紙レセプトは、医療機関が所在する都道府県の審査委員会事務局へご提出ください。
提出先住所は集約前の支部と同じですが、名称が変わります。
９月まで「社会保険診療報酬支払基金（都道府県）支部」
10月から「社会保険診療報酬支払基金（都道府県）審査委員会事務局」
なお、北海道、岩手県、宮城県、埼玉県、東京都、石川県、愛知県、大阪府、広島県、香川県、福岡県、
熊本県の医療機関等については、審査事務センター・分室にご提出願います。

＞＞訪問看護ステーションです。訪問看護レセプトの提出先はどこ？
上記の紙レセプトの提出先と同じです。

＞＞今月提出したレセプトの中で1件取下げをしたいが、取下げ期限日を過ぎてしまった。
取下げ期限日を過ぎた場合も担当者が責任をもって対応し、翌々月以降に返戻をいたします。

＞＞これまで支払基金ホームページに支部からのお知らせなどが掲載されていたが、支部がなくなっ
たことにより、そのページもなくなるのか。
医療機関等が所在する支部からのお知らせなどの情報を掲載していた「支部情報」のページは「都道
府県情報」ページとしてリニューアルしました。
これまでと変わらず、お知らせを掲載していきます。
　各都道府県ページはこちら　→https://www.ssk.or.jp/shibu/index.html

こんなときどうする？

▶その他の届出のご提出は審査委員会事務局までお願いします。
提出先の住所は従来の支部と変わりません。
●電子証明書発行等依頼書
●電子情報処理組織の使用による費用の請求に関する届出
●光ディスク等を用いた費用の請求に関する届出
●請求省令改正に係る免除・猶予の届出
●診療報酬等振込銀行（口座）変更届
●特定健診・特定保健指導機関届

その他の届出のご提出
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＞＞審査事務センター・分室はどこにあるのか。
審査事務センター・分室の住所はこちらです。
下表の北関東地域審査事務センター高崎分室及び中四国審査事務センター米子分室以外の審査事務
センター・分室は、審査委員会事務局と同一建物内にあるため、これまでの支部の所在地と同じ住
所です。

審査事務センター・分室一覧

名称 住所 呼称

東北　審査事務センター
〒 983-8504　
宮城県仙台市宮城野区榴岡五丁目1番27号

宮城センター
審査委員会事務
局と同一建物

北海道　審査事務センター
〒 060-8551　
北海道札幌市中央区北 7条西十四丁目28番地22

北海道センター
審査委員会事務
局と同一建物

東北　審査事務センター
盛岡分室

〒 020-0883　
岩手県盛岡市志家町10番35号

盛岡分室
審査委員会事務
局と同一建物

関東　審査事務センター
〒 171-8541　
東京都豊島区南池袋二丁目28番10号

東京センター
審査委員会事務
局と同一建物

北関東　地域審査事務セン
ター

〒 330-9511　
埼玉県さいたま市浦和区領家三丁目18番1号

埼玉センター
審査委員会事務
局と同一建物

北関東　地域審査事務セン
ター
高崎分室

〒 370-0841　
群馬県高崎市栄町 3番 26 号　
株式会社求人ジャーナル　高崎駅東口ビル 5 階

高崎分室

中部　審査事務センター
〒 462-8523　
愛知県名古屋市北区大曽根四丁目8番57号

愛知センター
審査委員会事務
局と同一建物

北陸　地域審査事務センター
〒 920-8517　
石川県金沢市元菊町16番15号

石川センター
審査委員会事務
局と同一建物

近畿　審査事務センター
〒 530-8327　
大阪府大阪市北区鶴野町2番12号

大阪センター
審査委員会事務
局と同一建物

中四国　審査事務センター
〒 733-8534　
広島県広島市西区中広町一丁目17番30号

広島センター
審査委員会事務
局と同一建物

四国　地域審査事務センター
〒 760-8537　
香川県高松市朝日町二丁目17番3号

香川センター
審査委員会事務
局と同一建物

中四国　審査事務センター
米子分室

〒 683-0064　
鳥取県米子市道笑町 2丁目 252 番地 
大鉄米子ビル 6 階

米子分室

九州　審査事務センター
〒 812-8532　
福岡県福岡市博多区美野島一丁目1番8号

福岡センター
審査委員会事務
局と同一建物

九州　審査事務センター
熊本分室

〒 860-8533　
熊本県熊本市中央区本荘町667番1

熊本分室
審査委員会事務
局と同一建物
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新職名 前職名	

北海道審査事務センター　センター長 平　ゆかり 北海道 支部長

東北審査事務センター
盛岡分室　　　　　　　

センター分室長 中尾　正己 岩　手 　〃

東北審査事務センター　センター長 木村	久実子 宮　城 　〃

北関東地域審査事務センター
高崎分室　　　　　　　　　　

センター分室長 鷲 巣　 宏 群　馬 　〃

北関東地域審査事務センター　センター長 三條　正裕 埼　玉 　〃

関東審査事務センター　　　　　　	〃 藤井　正則 東　京 　〃

関東審査事務センター　副センター長 稲垣　圭子 神奈川 審査企画部長

北陸地域審査事務センター　センター長 吉 村　 毅 石　川 支部長

中部審査事務センター　　　　　	〃 林　庸一郎 愛　知 　〃

近畿審査事務センター　　　　　	〃 藤田　浩史 大　阪 　〃

近畿審査事務センター　副センター長 林　 克 是 大　阪 審査企画部事業管理
課長

中四国審査事務センター
米子分室　　　　　　　　

センター分室長 山本　達也 鳥　取 支部長

中四国審査事務センター　センター長 羽田　聖司 広　島 　〃

四国地域審査事務センター　　〃 茂籠　博英 香　川 　〃

九州審査事務センター　　　　	〃 有村　保宏 福　岡 　〃

九州審査事務センター
熊本分室　　　　　　　

センター分室長 伯川　博文 熊　本 　〃

北海道審査委員会事務局　事務局長 東野　英嗣 北海道 審査企画部長

青森審査委員会事務局　　　		〃 長田　隆洋 青　森 支部長

岩手審査委員会事務局　　　		〃 工藤　恵子 秋　田 審査業務第１課長

宮城審査委員会事務局　　　		〃 鹿野　浩徳 宮　城 総務部長

秋田審査委員会事務局　　　		〃 菅原　和也 秋　田 支部長

山形審査委員会事務局　　　		〃 中谷　敏一 山　形 　〃

福島審査委員会事務局　　　		〃 小杉　孝司 福　島 　〃

茨城審査委員会事務局　　　		〃 黒木　眞一 茨　城 　〃

栃木審査委員会事務局　　　		〃 鈴木　和弘 栃　木 　〃

群馬審査委員会事務局　　　		〃 山 田　 寿 新　潟 庶務課長

埼玉審査委員会事務局　　　		〃 川上　智幸 埼　玉 審査企画部長

千葉審査委員会事務局　　　		〃 松岡　明広 千　葉 支部長

東京審査委員会事務局　　　		〃 後藤　洋一 東　京 副支部長

神奈川審査委員会事務局　　		〃 富田　宏之 神奈川 支部長

●令和4年10月1日付

支払基金の人事異動
辞職	 	 前職名	

	 合 田　 悠 本　部 情報化企画部長

●令和4年8月30日付
新職名 前職名	

新潟審査委員会事務局　事務局長 柴田　泰浩 新　潟 支部長

富山審査委員会事務局　　	〃 古川　博明 富　山 　〃

石川審査委員会事務局　　	〃 大島　浩司 石　川 審査業務第２課長

福井審査委員会事務局　　	〃 志村　啓治 福　井 支部長

山梨審査委員会事務局　　	〃 富 澤　 洋 山　梨 　〃

長野審査委員会事務局　　	〃 下段　智弘 長　野 　〃

岐阜審査委員会事務局　　	〃 西村　里香 岐　阜 　〃

静岡審査委員会事務局　　	〃 篠田　哲嗣 静　岡 　〃

愛知審査委員会事務局　　	〃 松岡　浩二 愛　知 総務部長

三重審査委員会事務局　　	〃 藤井　寛貴 三　重 支部長

滋賀審査委員会事務局　　	〃 山 口　 学 滋　賀 　〃

京都審査委員会事務局　　	〃 小関　秀典 京　都 　〃

大阪審査委員会事務局　　	〃 平 瀬　 節 大　阪 副支部長

兵庫審査委員会事務局　　	〃 田中　和子 兵　庫 支部長

奈良審査委員会事務局　　	〃 崎村　正吾 奈　良 　〃

和歌山審査委員会事務局　	〃 森田　英樹 和歌山 　〃

鳥取審査委員会事務局　　	〃 辻田　邦彦 鳥　取 管理課長

島根審査委員会事務局　　	〃 白石　圭輔 島　根 支部長

岡山審査委員会事務局　　	〃 周治　智美 岡　山 　〃

広島審査委員会事務局　　	〃 兼 保　 努 広　島 総務部長

山口審査委員会事務局　　	〃 滝見　知之 山　口 支部長

徳島審査委員会事務局　　	〃 小川　一実 徳　島 　〃

香川審査委員会事務局　　	〃 村瀬　享一 香　川 審査業務第１課長

愛媛審査委員会事務局　　	〃 長谷川	一規 愛　媛 支部長

高知審査委員会事務局　　	〃 大目　恭司 高　知 　〃

福岡審査委員会事務局　　	〃 岡部　英子 福　岡 総務部長

佐賀審査委員会事務局　　	〃 横山　新一 佐　賀 支部長

長崎審査委員会事務局　　	〃 飯沼　伸吾 長　崎 　〃

熊本審査委員会事務局　　	〃 前田　壽徳 佐　賀 審査業務課長

大分審査委員会事務局　　	〃 中満　政治 大　分 支部長

宮崎審査委員会事務局　　	〃 榊原　一好 宮　崎 　〃

鹿児島審査委員会事務局　	〃 安福　真朗 鹿児島 　〃

沖縄審査委員会事務局　　	〃 黒島　健作 沖　縄 　〃
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information
理事会開催状況

プレスリリース発信状況

支払基金ホームページ（https://www.ssk.or.jp/）新着状況（抜粋）

８月 ３日 令和４年度診療報酬改定関係を更新

８月 ４日 「第24回審査情報提供歯科検討委員会」を開催

８月 ５日 リーフレット「オンライン請求システム接続可能回線「フレッツ・ADSL」及び「ISDN」の
サービス終了について」を掲載

　 基本マスター（コメント）・コメント関連テーブルを更新

８月10日 保険者の異動について（2022年７月分）を掲載

　 月刊基金「令和４年８月号」を掲載

８月15日 令和４年度診療報酬改定に係る基本マスター（医科診療行為・歯科診療行為・コメント）
の新設及び廃止予定コードを掲載

８月18日 基本マスター（医薬品）を更新

８月22日 令和４年度診療報酬改定関係を更新

８月25日 「オンライン又は光ディスク等による請求に係る記録条件仕様（DPC用）」を掲載

８月29日 審査情報提供事例（歯科）を追加

８月30日 役員の公募を開始（令和４年９月30日まで）

８月31日 令和４年度診療報酬改定関係を更新

　 「審査の差異の可視化レポート」の改善状況の早期確認（８事例）を掲載

８月 １日 令和４年５月診療分の確定件数は対前年同月伸び率で8.6%増加 ～確定金額は5.6%増加～

８月29日 第22次審査情報提供事例（歯科） として22事例を追加

８月30日 公益代表役員の公募を開始

  ８月定例記者会見を開催

議　題

　１　議事

　　⑴　公益代表役員の選任（案）

　
　２　報告事項

　　⑴　役員選任の認可

　　⑵　公益代表役員の公募

　　⑶　第22次審査情報提供（歯科）

　３　定例報告

　　⑴　令和４年６月審査分の審査状況

 ⑵　令和４年７月審査分の特別審査委員会審査状況

　　⑶　令和４年６月理事会議事録の公表

８月理事会は８月29日に開催され、議題は次のとおりでした。
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集約に関する特設ページを開設しました
https://www.ssk.or.jp/

審査事務集約に対するご意見・ご要望受付窓口

支払基金メールマガジンのご案内

支払基金では、保険者等・医療機関等をはじめとする
　関係者の皆さまの声を直接お受けする受付窓口を設置しています。

本部 経営企画部　企画広報課　　フリーダイヤル：0120-328-973
月曜日から金曜日　9時から12時　13時から17時30分（国民の休日、年末年始を除く。）

ホームページにて審査事務集約の内容を更新の都度、メールマガジンでお知らせします。
　その他、関係者の皆さまに役立つ情報をお知らせしています。

トップページ → 審査事務集約特設ページ

1

2

3

集約に伴うお知らせや照会先の変更点がわかります 
　例えば、保険者等の皆さまの再審査に関する事務処理関係の照会先や、再審査結果に
関する照会先などの変更点を掲載しています。
　また、医療機関等の皆さまの審査結果のお問い合わせ先、審査結果に対する再審査請
求や、レセプトの取下げ依頼における再審査等請求書の提出先と提出方法等をわかりや
すく掲載しています。

　　 新体制のポイントを解説しています
　審査結果の不合理な差異の解消の取組や、それぞれの審査事務センター・分室がどこ
の都道府県を担当するかなどがわかります。

医療機関等照会連絡先検索機能
　ホームページにて、医療機関・薬局ごとに支払基金の審査事務担当者とその照会連絡
先などを検索できます。

メールの宛先を右の２次元バーコードから
読み込み、空メールを送信します。
または、宛先欄に次のアドレスを直接入力
し、空メールを送信します。
空メールの送信先：toroku@mail.ssk.or.jp

アクセス先を右の２次元バーコードから読
み込み、ブラウザよりWebページにアク
セスし、登録するメールアドレスを入力し
ます。
https://www.ssk.or.jp/goannai/kohoshi/kohoshi_03.html

空メールによる登録方法 Web上の登録ページからの登録方法
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